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は

し

カミ

き

筆
者
は
か
つ
て
「
北
宋
土
大
夫
の
徒
居
と
買
田
|
主
に
東
披
尺
慣
を
資
料
と
し
て
|」
(史
林
五
四
|
二
、

士
大
夫
に
み
ら
れ
る
、
本
籍
地
に
婦
ら
ず
他
郷
に
徒
居
し
て
土
地
の
取
得
に
つ
と
め
る
風
潮
を
論
じ
た
。
た
だ
そ
の
論
文
は
『
東
坂
尺
膿
』

を

紹
介
す
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
た
の
で
、
主
に
蘇
献
と
同
時
代
の
北
宋
士
大
夫
の
場
合
に
限
り
、
南
宋
に
つ

い
て
は
簡
単
な
見
通
し
を
述

べ
た
の
に
と
ど
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
「
宋
代
墳
寺
考
」
(『
中
園
併
敬
社
曾
史
研
究
』
前
編
第
三
章
)
で
、
宋
元
代
に
盛
行
し
た
墳
寺
設
置
の
一
因
に

士
大
夫
の
徒
居
の
風
が
あ
っ
た
貼
を
指
摘
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
綴
考
と
し
て
、

宋
代
の
文
献
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
「
寄
居
」
「
土
居
」

等
の
語
を
手
が
か
り
に
し
て
、
宋
代
士
大
夫
の
社
曾
的
性
格
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
寄
居
」
は
「
か
り
ず
ま
い
し
の
意
味
で
あ
っ
て
、
古
く
は

『漢
書
』
巻
四
五
、
息
夫
婦
俸
に
み
幻
、
現
代
で
も
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
る
言

一
九
七
一

年
)
を
設
表
し
て、

北
宋



葉
で
あ
る
が
、
制
度
史
用
語
と
し
て
は
他
の
時
代
に
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
と
こ
ろ
が
宋
代
の
史
籍
、
と
く
に

『宋
曾
要
輯
稿
』
(
以
下

『宋
曾

要
』
〉
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
(
以
下

『繋
年
要
録
』
〉
な
ど
に
は
、
寄
居
士
大
夫
、

寄
居
官
、
寄
居
待
闘
等
の
語
が
頻
見
し
、

あ
る
い
は
土
居

土
大
夫
、
土
居
官
な
ど
と
劃
比
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
宋
代
で
は
、
寄
居
が

一
種
の
官
制
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
は
宋
代
官
僚
の
居
住
地
が
官
制
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
わ
が
園
の
準
界
で
は
、

明
清
の
郷
紳
研
究
に
燭
議
さ
れ
て
中
園
史
上
の
士
大
夫
と
地
域
社
舎
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

宋
代
に
つ
い
て
も
青
山
定
雄
、
伊

原
弘
氏
ら
の
停
記
資
料
等
か
ら
具
鐙
例
を
丹
念
に
集
め
て
分
析
す
る
諸
研
究
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
方
法
に
よ
る
寅
誼
的
で
綿
密
な
研

究
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
お
お
む
ね
官
僚
で
あ
っ
た
宋
代
土
大
夫
が、

官
僚
と
し
て
ど
の
よ
う
に
地
域
社
舎
と
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
、
先
ず
官
制
上
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
解
明
の
手

が
か
り
が
寄
居
、
土
居
の
語
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
語
は
北
宋
中
期
に
も
み
え
る
が
、
北
宋
後
期
か
ら
南
宋
の
時
代
に
な
っ
て
頻
繁
に
あ
ら
わ

れ
、
し
か
も
土
居
よ
り
は
寄
居
の
語
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
、
考
察
の
重
黙
は
、
北
宋
後
期
以
降
の
寄
居
官
に
置
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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閑

官

と

洞

官

輩
あ
り
て
、

お
よ
そ
宋
代
の
士
大
夫
は
、
科
奉
そ
の
他
の
方
途
に
よ
っ
て
入
仕
す
る
と
、
ほ
ぼ
七
十
歳
で
致
仕
す
る
ま
で
、
差
遣
を
授
け
ら
れ
て
中
央
と

地
方
の
聞
を
轄
々
と
移
動
す
る
浮
草
の
よ
う
な
官
僚
生
活
を
お
く
つ
た
。
し
か
し
そ
の
問
、
彼
等
は
つ
ね
に
職
務
を
捲
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
官
位
を
帯
び
な
が
ら
職
務
(
職
事
〉
を
も
た
な
い
時
期
も
あ
っ
た
。
こ
の
閑
居
の
時
期
に
あ
る
官
員
を
閑
居
の
官
、
略
し
て
閑
官
と
い
い
、

こ
れ
ら
の
語
が
嘗
時
の
文
献
に
よ
く
み
ら
れ
る
。
神
宗
初
の
治
卒
四
年
三

O
六
七
)
閏
三
月
十
八
日
の
詔
に
、

「天
下
に
閑
官
井
び
に
彊
徒
の

田
土
を
昏
頼
し
、
農
業
を
妨
ぐ
る
こ
と
有
り
。
轄
運
・
提
刑
司
に
令
し
て
、
早
く
催
促
し
て
結
絶
施
行
せ
判
」
と
あ
り
、
嘗
時
す

さ
ら
に
北
宋
末
の
政
和
二
年

(
二

で
に
閑
官
が
彊
徒
ら
と
と
も
に
、

国
土
を
ご
ま
か
し
農
業
を
妨
害
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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一
二
)
十
一
月
二
十
一
日
臣
僚
の
上
言
に
、

閑
官
の
弊
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
や
や
長
文
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
に
と

っ
て
重
要

な
の
で
、
全
文
を
掲
げ
る
。

総
か
に
見
る
に
、
近
時
の
土
大
夫
、
或
い
は
本
郷
に
居
り
、
或
い
は
他
都
に
寄
り
、
或
い
は
休
〔
暇
〕
に
居
て
事
を
謝
し
、
或
い
は
朝
廷
よ
り
宮
相
酬
を
差
輿

も

と

へ

だ

て

せ
ら
れ
し
も
の
の
類
は
、
お
の
ず
か
ら
関
居
に
係
り
、
別
に
職
事
の
干
預
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
在
任
官
と
は
、
固
よ
り
関
あ
り
。
そ
の
問
、
自

ら
を
愛
重
せ
ず
、
藤
鮮
な
く
恥
寡
な
き
徒
、
選
人
よ
り
以
上
、
曾
っ
て
禁
従
を
歴
た
る
者
に
至
る
ま
で
、
州
豚
の
見
任
官
員
と
交
通
し
て
、
非
法
に
財
を
受

け
、
公
事
を
燭
託
し
、
人
の
篤
に
延
血
管
し
て
薦
章
を
干
求
し
、
倉
場
庫
務
に
銭
物
を
納
め
ん
こ
と
を
請
い
、
厩
舎
・
官
舟
を
ば
仮
借
し
て
居
止
す
る
に
至
る。

一
も
欲
す
る
所
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
怨
務
紛
然
た
り
。
ま
た
況
ん
や
、
時
佑
・
安
直
を
檀
用
し
て
、
行
鋪
を
騒
援
す
。
人
は
す
で
に
其

の
供
態
に
苦
し
み
、
或
い
は
償
銭
を
還
さ
ざ
る
者
す
ら
有
り
。
其
の
弊
百
端
、
有
ら
ざ
る
所
な
し
。
蓋
し
自
来
別
に
検
翠
な
く
、
し
か
し
て
傑
禁
或
い
は
未

だ
裁
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
有
る
に
縁
る
が
放
な
り
。
臣
愚
願
わ
く
は
、
容
旨
を
降
し
て
、
諸
路
衝
要
の
州
豚
に
行
下
し
、
あ
ら
ゆ
る
閑
居
の
官
に
係
り
て
見
任
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に
あ
ら
ざ
る
者
を
ば
、
監
司
に
委
ね
て
密
に
陸
究
を
行
い
い
常
切
に
究
察
せ
し
め
よ
。
も
し
前
項
一
切
の
違
犯
有
れ
ば
、
人
の
按
翠
開
奏
を
許
す
ベ
し
。
乞

う
ら
く
は
詳
酌
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。
こ
れ
に
従
う
。

こ
の
上
言
に
よ
る
と
、
閑
居
の
土
大
夫
に
は
、
郷
里
に
居
る
者
も
他
郷
に
寄
寓
す
る
者
も
お
り
、
居
休

(
丁
憂
な
ど
)
し
て
職
事
を
も
た
な
い

者
、
宮
観
を
授
け
ら
れ
た
者
な
ど
が
あ
る
。
彼
等
は
ま
っ
た
く
職
事
に
預
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
在
任
官
と
は
立
場
が
こ
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
恥
知
ら
ず
の
輩
は
、
見
任
の
州
鯨
官
と
往
来
し
て
、
非
法
に
財
を
受
け
た
り
、
公
事
を
嘱
託
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
を
行
い
、
少
し

で
も
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
と
、

さ
ん
ざ
ん
に
怨
み
誹
諒
す
る
。

さ
ら
に
時
債
と
貫
債
と
を
た
く
み
に
操
っ
て
市
場
を
撹
凱
し
、
代
金
を
踏

み
倒
す
者
さ
え
い
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
横
暴
が
ま
か
り
通
る
の
は
、
臣
僚
に
よ
る
と
、
従
来
こ
れ
ら
の
不
法
行
震
を
ま
っ
た
く
検

撃
し
た
こ
と
が
な
く
、
取
り
締
る
法
律
に
も
不
備
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
北
宋
末
に
な
っ
て
、
閑
官
の
地
方
に
お
け
る
不
法
行
震
が

に
は
、
閑
居
、
居
間
等
の
語
、
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
閑
官
、
が
ふ
え
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

そ
の
針
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
事
貫
、
北
宋
末
期
か
ら
官
僚
の
俸
記

『
宋
史
』

列
博
中
か
ら
若
干
の
例
を
翠

自
に
除
る
よ
う
に
な
り
、



げ
よ
う
。居

閑
十
五
年
(
巻
三
四
七
、
李
昭
沼
惇
)
、
居
間
十
徐
年
(
三
八
二、

曾
開
〉
、

退
関
者
十
有
四
年

〈三
八
七
、
奥
北
巾
〉
、

閑
居
十
有
一
年
(
四
O
五
、
王
居

安
)
、
閉
居
十
有
六
年
(
四
O
六
、
陳
卓
)
、
投
閑
九
八
年
(
四
四
五
、
在
藻
〉
等
々
。

そ
れ
ぞ
れ
閑
居
の
時
期
は
長
く
、
十
年
を
越
え
る
の
は
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
極
端
な
例
は
朱
蕪
の
場
合
で
あ
る
。
彼
は
科
奉
に

及
第
し
て
以
来
お
よ
そ
五
十
年
聞
に
、

澄
務
差
遣
に
つ
い
た
の
は
合
わ
せ
て
わ
ず
か
九
考
す
な
わ
ち
漏
九
年
、

朝
堂
に
あ
っ
た
期
間
は
四
十
日

に
す
ぎ
な
か
っ
向
。
ま
た
彼
の
弟
子
李
燭
も
『
宋
史
』
巻
四
三

O
に
「
入
仕
し
て
凡
そ
四
十
二
年
、
し
か
し
て
歴
官
は
七
考
に
す
ぎ
ず
」
と
あ

る
。
彼
等
は
確
か
に
官
僚
で
は
あ
っ
た
が
、
官
俸
を
食
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
、

貫
際
に
政
務
を
と
っ
た
の
は
、
生
涯
の
中
で
ほ
ん
の
わ
ず

か
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
閑
居
の
官
が
、
宋
代
で
は
何
時
ご
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、

王
明
清

『揮
盛
録
』
前
銭
巻
こ
に
は
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
読
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明
し
て
い
る
。

園
朝
は
、
九
そ
従
班
(
陸
朝
官
)
に
登
れ
ば
、
外
に
在
っ
て
閑
居
す
る
者
な
し
。
罪
あ
れ
ば
則
ち
落
職
し
、
餓
班
す
れ
ば
亦
た
朝
請
を
奉
ず
。
或
い
は
偏
州

に
瓢
守
せ
ら
れ
、
甚
し
き
者
は
乃
ち
分
司
に
安
置
せ
ら
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
告
老
掛
冠
せ
り
。
照
寧
の
問
、
始
め
て
在
外
宮
観
を
置
く
。
王
刑
公

(安

お

'W

石
〉
の
意
に
本
ず
つ
い
て
、
以
て
異
論
の
者
を
庭
ら
し
む
。
し
か
し
て
刑
公
首
め
て
観
使
を
以
て
鍾
山
に
閑
居
す
る
こ
と
八
年
な
り
。

す
な
わ
ち
、
高
級
官
僚
の
在
外
閑
居
の
風
は
、
神
宗
の
照
寧
年
聞
に
在
外
宮
観
を
置
い
た
の
に
始
ま
る
、

閑
官
の
一
と
し
て
宮
観
を
奉
げ
て
お
り
、
こ
れ
が
閑
官
の
大
宗
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
い
う。

上
掲
の
政
和
上
言
で
も、

宮
観
と
い
う
の
は
、
両
様
の
官
、
奉
洞
、
洞
官
あ
る
い
は
宮
観
岳
廟
な
ど
と
い
い
、
道
教
宮
翻
の
管
理
官
と
い
う
名
目
で
俸
給
を
支
興
さ
れ

る
官
で
あ
り
、
宋
代
特
有
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
梁
天
錫
氏
に
「
宋
代
之
洞
緑
制
度
」
(大
陵
雑
誌
二
九

|
二
、

九

六
四
年
〉
と
『
宋
代
洞
緑
制
度
考
寅
』

一
九
七
八
年
)
の
二
論
考
が
あ
り
、
衣
川
強
氏
も
「
朱
子
小
停
(
上
)
」
(
紳
戸
商
大
人

一
九
七
九
年
)
の
「
五
、
洞
官
と
洞
旅
」
に
概
要
を
記
し
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(珠
海
文
史
研
究
所
、
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洞
官
の
制
度
は
、
道
数
を
傘
崇
し
た
員
宗
が
大
中
群
符
五
年
(
一

O
二
一
)
十
一
月
に
宰
相
王
旦
を
玉
清
昭
陸
宮
使
に
任
じ
た
の
に
始
ま
る
。

そ
の
後
王
E
は
天
稽
元
年
(
一

O
一七
)
七
月
に
宰
相
を
罷
め
た
が
、
宮
使
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
宰
相
の
俸
給
の
牟
分
が
支
給
さ
れ
た
。
こ
れ

が
洞
稔
の
最
初
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
員
数
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
が
、
『
揮
堕
録
』
に
も
記
す
よ
う
に
、
王
安
石
が
新
法
を
貫
施
す
る

に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
元
老
た
ち
に
洞
椋
を
興
え
て
朝
廷
か
ら
遠
ざ
け
た
こ
と
か
ら
、
洞
官
を
授
け
る
数
が
ふ
え
た
。
こ
の
制

ま
た
臣
僚
の
方
か
ら
授
興
を
申
請
す
る
こ
と

も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
南
宋
初
期
に
は
、
失
業
救
済
制
度
と
い
う
性
格
す
ら
帯
び
て
大
量
に
授
輿
さ
れ
、
そ
の
数
は
千
四
百
人
に
も
の
ぼ

っ
た
。
そ
の
後
、
南
宋
末
期
ま
で
行
わ
れ
、
『
宋
史
』
列
俸
を
み
て
も
、
北
宋
末
以
降
の
ほ
と
ん
ど
の

官
僚
が

一
度
は
洞
官
を
授
か
っ

て
い

る
。
洞
官
に
は
一
臆
二
年
か
ら
三
年
の
任
期
が
あ
り
、
南
任
乃
至
三
任
を
過
ぐ
る
を
得
ず
と
定
め
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
病
気
や
親
老
を
理

由
に
い
く
た
び
も
任
を
更
新
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
貌
旺
は
「
提
拳
太
卒
輿
園
宮
に
改
め
ら
る
。
是
れ
よ
り
奉
澗
す
る
こ
と
凡

そ
四
任
」
(
宋
史
三
七
六
〉
と
あ
り
、
楊
大
異
は
「
洞
融
を
食
ら
う
こ
と
二
十
四
年
」
(
同
四
一
一
一
二
)
と
い
う
。

ま
た
朱
煮
の
閑
居
四
十
年
は
、
晩

度
は
も
と
も
と
元
老
優
待
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
選
人
に
ま
で
輿
え
ら
れ
、
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年
罪
せ
ら
れ
て
「
落
職
罷
洞
」
と
な
っ
た
三
年
聞
を
除
い
て
す
べ
て
洞
官
の
時
期
で
あ
り
、
監
浬
州
南
獄
廟
か
ら
提
拳
南
京
鴻
慶
宮
ま
で
を
歴

そ
の
後
は
、
員
徳
秀
ら
か
ら
職
事
官
に
推
薦
さ
れ
て
も
す

任
し
た
。
李
燭
も
改
官
後
、
通
判
漕
州
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
数
か
月
で
辞
め
て
掃
り
、

ベ
て
僻
退
し
た
の
で
、

主
管
慶
元
至
道
宮
と
い
う
洞
官
を
授
け
ら
れ
た
(
同
四
三
O
V

洞
官
制
度
の
特
色
は
、
例
え
ば
主
管
慶
元
至
道
宮
と
あ
っ
て
も
、
慶
元
府
に
あ
る
そ
の
道
官
に
赴
任
す
る
必
要
は
な
く
、

「
任
便
居
住
」
す

な
わ
ち
ど
こ
に
で
も
好
き
な
土
地
に
居
住
し
て
よ
か
っ
た
貼
で
あ
る
。

た
だ
し
南
宋
で
は
、
在
京
宮
親
を
輿
え
ら
れ
た
場
合
は
、

み
だ
り
に
園

門
に
至
っ
て
は
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
城
外
へ
出
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
任
使
居
住
で
あ
っ
た
か
ら
、
史
停
等
に
は
嘗
然
、

「奉

洞
し
て
皇
居
(
還
皇
、
家
居
ど
し
た
者
が
存
在
す
る
反
面
、
「
奉
洞
し
て
寓
居
」
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
た
だ

『宋
史
』

等
で
は
奉
洞
の
期
間
ど

こ
に
居
住
し
て
い
た
か
を
記
す
も
の
は
少
な
く
、
ま
た
そ
の
期
聞
の
行
動
に
つ
い
て
も
、
朱
烹
の
よ
う
な
皐
者
官
僚
は
別
と
し
て
、

一
般
に
明

ら
か
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
宋
一
代
の
官
僚
の
駒
降
記
事
を
集
め
た
『
宋
曾
要
』
職
官
六
回
J
七
五
、

期
降
官
一

J
一
こ
に
は
、
現
任
官
の
落
職



記
事
に
ま
じ
っ
て
、
洞
官
の
罷
覧
す
な
わ
ち
「
罷
洞
」
の
記
事
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
洞
官
を
授
け
ら
れ
た
者
が
ど
の
よ
う
に

行
動
し
て
い
た
か
の
一
端
を
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
干
の
例
を
奉
げ
て
み
よ
う。

1 

〔
政
和
七
年
〕
六
月
一
目
、
天
章
閣
待
制
・
提
翠
洪
州
玉
隆
蔦
害時
宮
曾
孝
趨
(
青
江
人
〉、
安
遠
軍
節
度
副
摩
守
責
授
し
、
錫
州
に
安
置
せ
し
む
。

言
者、

弓

t

そ
の
池
州
に
居
り
て
、
州
問
問
を
干
援
し
、

民
田
を
侵
奪
せ
し
こ
と
を
論
じ
、
鐙
究
し
て
寅
あ
る
を
以
て
の
故
な
引
。

2 

〔
宣
和
五
年
八
月
〕
四
日
、
提
暴
江
州
太
卒
観
誘
山
(
臨
川
人
〉
、
崇
信
軍
節
度
副
使
を
責
授
し、

衡
州
に
安
置
せ
し
む
。

臣
僚
上
言
す
ら
く
、
山
は
閲

封
を
罷
め
て
よ
り
、
臨
川
に
退
廃
し
て
、
州
豚
を
干
携
し
、

第
を
城
中
に
営
む
に
、
皆
丁
夫
を
役
に
供
せ
し
む
。
制
神
田
あ
り
、

そ
の
人
孤
幼
な
れ
ば
、
そ
れ

。。

に
給
し
て
立
券
の
後
、
一
文
を
も
輿
え
ざ
り
き
。
故
に
こ
の
責
あ
引
。

3 

〔
紹
興
〕
十
三
年
四
月
二
十
三
日
、

左
朝
議
大
夫
・
提
穆
洪
州
玉
隆
翻
胡
思
、
左
朝
散
郎
・
直
穎
護
閣
徐
林
並
び
に
動
停
し
、
思
は
剣
州
、
林
は
輿
化
軍

と

ぽ

何

日

γ

に
居
住
せ
し
む
。
爾
掘
削
運
副
李
椿
年
、
二
人
は
経
界
の
政
を
泡
つ
、
と
劾
奏
す
る
が
故
な
り
。
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4 

〔
紹
輿
〕
十
四
年
正
月
十
五
日
、
集
英
殿
修
撰
・
提
摩
江
州
太
卒
観
賞
勉
年
(
福
州
永
一踊
人
〉
落
職
、
本
貫
の
一
隅
州
に
居
粧
せ
し
む
。
臣
僚
、
飽
年
は
明

州
昌
園
田
怖
に
居
り
て
、
郡
邑
と
交
結
し
、
締
霞
寺
の
山
を
奪
っ

て、

以
て
葬
地
と
篤
す
、

と
言
う
を
以
て
、
故
に
こ
の
命
あ
判
。

5 

〔
淳
照
二
年
四
月
二
十
二
日
〕
同
日
、
掘
削
文
殿
皐
土
銭
端
穫
(
銭
塘
人
〉
、
資
政
殿
聞
学
士
を
降
授
し、

奉
洞
(提
琴
洞
寄
宮
〉
を
罷
む
。

言
者
、
そ
の
傾

邪
貧
暴
に
し
て
、
台
酬
に
居
て
、
威
勢
を
扶
持
し
て
、

て
、
放
に
こ
の
命
あ
り
。

一
郡
を
騒
擾
し
、
私
第
を
笹
治
す
る
に
、

凡
そ
竹
木
は
皆
民
よ
り
白
取
す
、

-・・・
・・
と
論
ず
る
を
以

6 

〔
淳
照
三
年
〕
十
月
八
日
、
前
知
積
州
陳
天
麟
(
宣
城
人
)
、

宮
観
を
罷
む
。
臣
僚
、

4
4
 

居
し
て
、
交
通
関
節
し
、
あ
ら
ざ
る
所
な
し
、
と
言
う
を
以
て
、
故
に
こ
の
命
あ
刊
。

天
麟
の
政
は
賄
を
以
て
成
り
、
罪
は
貨
を
以
て
菟
じ
、
宣
州
に
寄

7 

〔
淳
照
十
二
年
〕
七
月
八
日
、
主
管
成
都
府
玉
局
観
王
質
(
郡
州
人
、
後
に
輿
園
軍
に
徒
る〉、

特
に
一
官
を
降
す
。
質
、
興
関
箪
永
輿
燃
に
寄
居
す
。

知
嚇
遡
伯
彬
、
質
に
陵
縄
開
厚
罵
せ
ら
る
る
と
訴
え
、
四
国
を
尋
ね
て
回
避
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
帥
臣
つ
ぶ
さ
に
こ
れ
を
奏
上
す
。
故
に
こ
の
命

ん
け
い

あ
り
。
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8 

〔
淳
照
十
四
年
七
月
〕
二
十
七
日
、
主
管
佑
神
翻
李
械
、
洞
稼
を
罷
む
。
言
者
、
そ
の
烏
青
に
寄
居
し
-
て
武
断
豪
横
・
:
:
な
る
を
論
ず
る
を
以
て
、
故
に
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。コ
乙h

f(10 。

以
上
の
う
ち
、

ー
の
曾
孝
菰
は
晋
江

公
脳
挫
泉
州
)
の
人
で
あ
る
か
ら
、
池
州

(安
徽
)
は
寄
居
の
地
で
あ
り
、

4
の
賀
亀
年
も
寄
居
の
地
明

州
(
祈
江
〉

で
地
方
官
と
交
結
し
て
寺
山
を
侵
奪
し
た
た
め
落
職
し
本
箱
の
一隅
州
永
一隅
腕
に
居
住
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

5
の
銭
端
躍
も

鋭
拙
(
臨
安
)
の
人
が
台
州
に
寄
居
し
て
横
暴
を
働
い
た
の
で
あ
る
。
6
J

8
は
一判
官
と
な
っ
て
「
寄
居
」
し
た
と
明
記
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。

も
っ
と
も
6
陳
天
麟
は
宜
州
宜
城
の
人
で
あ
り
、
7
王
質
は
も
と
抑
州
の
人
で
後
に
興
図
軍
に
従
っ
た
と
あ
る
の
で
、
寄
居
と
い
っ
て
も
本
籍

地
の
す
ぐ
近
く
に
居
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
2
の
高
山
は
臨
川
の
人
で
あ
る
か
ら
、

奉
洞
郷
居
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
洞
稔

を
受
け
た
者
に
は
他
郷
に
寄
居
し
て

州
鯨
行
政
に
干
渉
し

権
勢
を
た
の
ん
で
人
民
を
苦
し
め
る
者
の
多
か
っ

た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ

『繋
年
要
録
』
に
も
、
左
朝
散
郎

・
提
穆
江
州
太
卒
蹴
の
蘇
符
1

東
披
の
孫
1

は
、
回
が
蘇
州
に
あ
る
の
で
こ
こ
に
留
居
し
て
い
た
が
、

《
河
uv

h
u
v
 

秦
檎
に
き
ら
わ
れ
、
知
逢
寧
府
を
授
け
ら
れ
て
萄
に
還
ら
さ
れ
た
と
か
、
左
朝
奉
大
夫

・
主
管
台
州
崇
道
蹴
向
子
芯
は
、

か
つ
て
知
衡
州
(
江

A
q
 

ん
H
U
V

西
)
で
あ
っ

た
の
で
衡
山
に
寓
居
し
て
い
た
が
、

「強
横
虐
民
」
と
弾
劾
を
う
け
て
三
官
を
降
さ
れ
た
と
か
の
記
事
が
み
え
る
。
洞
官
は
郷
居

す
る
者
も
寄
居
す
る
者
も
い
た
が
、

暴
虐
な
行
詩
で
摘
渡
さ
れ
た
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
に
寄
居
し
た
者
の
方
が
多
か
っ

る
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た
よ
う
で
あ
る
。

寄

居

待

闘

官

職
事
を
も
た
ず
に
俸
給
を
う
け
る
間
官
の
い
ま
一
つ
は
、
待
闘
の
官
で
あ
る
。
待
闘
と
は
待
飲
と
書
く
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
待
次
、
需
次
な

ど
と
も
よ
ば
れ
て

ポ
ス
ト
(
闘
〉
の
空
く
の
を
待
機
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
待
闘
は
待
次
、

需
次
と
ま
っ

た
く
同
義
と
い
う
わ
け
で

主
玉
、

。

t
v
ゅ
t
t
v

雨
者
が
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

勘
、
引
見
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
天
子
の
引
見
は
人
数
が
制
限
さ
れ
て
い
て
、

お
よ
そ
選
人
が
一
定
の
候
件
を
満
た
し
て
京
官
に
の
ぼ
る
(
入
官
、
改
官
〉
際
に
磨

喰
ハ
リ

例
え
ば
元
盟
令
で
は
五
日
ご
と
に
一
甲
三
人
を
引
見
す
る
と
定
ま

っ
て
い
る
た
め
、
選
人
は
そ
の
順
番
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
待
次
と
い
い
、
そ
の
期
聞
が
一
年
か
ら
二
年
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。



引
見
を
終
っ
て
京
官
に
な
る
と
差
遣
が
授
け
ら
れ
る
が
、
す
ぐ
に
任
地
へ
行
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
首
時
の
官
吏
任
命
法
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
に

在
任
者
が
あ
る
時
に
護
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
見
任
者
が
任
期
満
了
に
な
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
待
闘
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
後
の
京
朝
官
の
差
遣
銃
任
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

天
子
の
引
見
を
待
次
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
元
一
楠
元
年
(
一

O
八
六
〉

六
月
戊
申
、
監
察
御
史
上
官
均
の
上
言
中
に
、

A
N
w，
 

待
衣
一
年
、
は
じ
め
て
差
遣
を
得
、
待
闘
三
年
、
は
じ
め
て
任
に
赴
く
を
側
。

と
、
待
次
と
待
閥
と
が
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る。

し
か
し
貫
際
に
は
差
遣
待
闘
を
待
次
と
記
す
場
合
も
多
く
、
こ
と
に
南
宋

に
な
る
と
雨
語
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
『
宋
史
』
選
奉
志
五
に
よ
る
と
、
廉
南
の
揖
官
に
注
擬
さ
れ
た
も
の
を
待

、q
d，

次
と
日
い
、
揖
官
雨
任
を
つ
と
め
て
過
失
な
け
れ
ば
「
員
命
」
を
錫
う
と
あ
引
、
こ
の
場
合
の
待
次
と
は
、
正
式
採
用
に
な
る
前
の
見
習
い
を

指
す
。
こ
の
よ
う
に
、
待
次
の
方
が
よ
り
贋
い
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
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と
こ
ろ
で
待
閥
、
待
衣
の
語
が
史
籍
に
さ
か
ん
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
北
宋
中
期
か
ら
で
あ
る
。
宋
朝
建
立
の
嘗
初
は
、
南
方

諸
王
闘
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
征
服
し
て
領
土
を
抜
大
し
、
占
領
地
の
知
州
、
逼
剣
等
に
中
央
か
ら
京
朝
官
を
祇
遣
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
官
員
は

む
し
ろ
不
足
し
た
。
そ
こ
で
太
宗
は
即
位
す
る
と
す
ぐ
に
科
奉
の
門
を
大
幅
に
蹟
げ
、
及
第
者
の
人
教
を
ふ
や
し
て
、

需
要
を
み
た
そ
う
と
し

た
。
と
こ
ろ
が
太
宗
末
年
か
ら
員
宗
朝
に
な
っ
て
行
政
機
構
が
と
と
の
い
、
そ
の
規
模
が
お
お
か
た
定
ま

っ
た
け
れ
ど
も
、
官
吏
登
用
の
門
は

慣
が
り
つ
づ
け
た
の
で
、
仁
宗
朝
に
は
「
員
多
閥
少
」
す
な
わ
ち
官
員
の
数
が
多
く
て
ポ
ス
ト
が
足
り
な
い
と
い
う
朕
態
に
な
り
、
冗
官
の
弊

が
し
き
り
に
叫
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
慶
暦
三
年
三

O
Eニ
)
に
始
ま
る
沼
仲
湾
、
欧
陽
倫
ら
が
試
み
た
改
革、

い
わ
ゆ
る
慶
暦
新
政
の
主

眼
黙
は
、
冗
官
に
と
も
な
う
官
僚
人
事
の
停
滞
と
不
公
正
と
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
保
守
涯
官
僚
の
猛
反
割
に
あ
っ
て
、
こ

の

帥

改
革
は
一
年
ば
か
り
で
挫
折
し
た
。

も
と
よ
り
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
待
闘
の
語
が
史
籍
に
多
く
み
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
慶
暦
元
年
七
月
己
酉
の
詔
に、
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京
朝
官
.

・使
臣
・
選
入
、
久
し
く
京
師
に
待
闘
す
。
し
か
し
て
近
制
に
て
は
、
京
債
を
取
る
を
得
ず
。
廉
土
或
い
は
貧
饗
に
し
て
自
給
す
る
能
わ
ざ
る
に
至
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h
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る
。
自
今
、
差
遣
を
受
け
て
外
に
出
づ
る
も
の
は
、
銭
五
十
千
を
私
借
す
る
こ
と
を
聴
す
。

と
あ
り
、
都
に
は
久
し
く
待
闘
す
る
官
吏
が
い
て
、
貧
土
は
生
活
に
苦
し
ん
で
い
た
と
い
う。

ま
た
同
三
年
、
仁
宗
の
下
問
に
こ
た
え
て
提
出

し
た
抱
仲
滝
の
改
革
案
十
僚
の
う
ち
の
第

一
候
「
明
期
修
」
に
は

そ
の
外
任
京
朝
官
は
則
ち
、
私
居
待
関
す
る
こ
と
動
も
す
れ
ば
歳
時
を
路
ゆ
(
活
文
正
公
政
府
奏
議
巻
上、

答
手
詔
僚
陳
十
事
)。

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
で
は
寄
居
待
闘
と
あ
る
と
こ
ろ
、
私
居
待
闘
と
な
っ
て
い
る
酷
で
あ
る
。
嘗
時
な
お
寄
居
待
闘
の
語

は
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
欧
陽
備
も
同
四
年
の
「
論
張
子
商
恩
賞
太
頻
割
子
」

(
全
集
奏
議
八
)
に
、

今
、
朝
臣
の
待
関
し
て
京
に
在
る
者
、
甚
だ
衆
し
。

都
に
は
待
闘
の
官
吏
が
あ
ふ
れ
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。同

外
州
に
待
次
し
、
或
い
は
吏
部
に
至
り
、
二
、
三
歳
し
て
は
じ
め
て
改
官
で
き
る
」
朕
態
で
あ
り
、

帥

と
、
「
磨
勘
の
選
人
で
未
だ
引
見
せ
ざ
る
者
は
二
百
五
十
能
人
に
至
る
」
と
い
う。

官
吏
の
待
闘
が
い
っ
そ
う
深
刻
に
な

っ
た
の
は
、
哲
宗
の
元
一両
年
問
、
王
安
石
の
新
法
が
慶
止
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
前

と
記
し
て
お
り
、
嘗
時
、

こ
と
に
磨
勘
改
官
を
求
め
る
選
人
は

「
お
お
む
ね
皆
な

英
宗
の
治
卒
二
年
(
一
O
六
五
)

に
な
る
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掲
の
上
官
均
は
じ
め
多
く
の
官
僚
が
、
冗
官
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
一
人
、

来
之
部
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

た
だ

祖
宗
の
制
、
監
司
は
或
い
は
内
よ
り
除
し
、
或
い
は
外
よ
り
徒
し
て
、
皆
な
命
を
受
く
れ
ば
即
ち
に
行
き
、
来
だ
嘗
っ
て
待
つ
所
あ
ら
ざ
る
な
り
。
元
一臓
の

初
め
、
欄
運
剣
官
始
め
て
待
関
あ
り
。
既
に
し
て
提
船
舶
刑
獄
に
延
及
し
、
今
は
則
ち
鴎
運
副
使
も
亦
た
、
こ
れ
を
し
て
閑
居
雲
雀
し
む
。
こ
れ
を
遇
す
る

の
鐙
軽
し
。

そ
こ
で
、
上
官
均
に
よ
れ
ば
、
京
朝
官
で
も
待
次
ほ
と
ん
ど
一
年
に
し
て
差
遣
を
得
、
さ
ら
に
待
関
す
る
こ
と

一
年、

く
こ
と
が
で
き
、
五
年
の
聞
に
や
っ
と
一
任
を
成
す
有
様
で
あ
っ
た
。
選
人
で
あ
れ
ば
待
闘
二
、
三
年
を
要
す
る
か
ら
、

任
を
移
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
十
歳
で
仕
官
し
、
十
五
年
し
て
改
官
、
七
十
歳
致
仕
と
す
る
と
、

ま
し
て
や
、

し
か
る
後
に
職
に
就

七
年
で
よ
う
や
く
一

そ
の
開
わ
ず
か
に
七
任
(
選
人
二
任
、
京
朝
官

五
任
〉
を
つ
と
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

官
吏
は
三
十
で
入
仕
す
る
と
は
限
ら
ず
、
仕
官
し
た
も
の
み
な
七
十
ま
で
い
け
る
わ
け
で
は



そ
の
聞
に
不
幸
に
し
て
亡
く
な
っ
た
り
、
弾
劾
さ
れ
た
り
す
る
。
た
と
い
七
十
ま
で
仕
官
し
た
と
し
て
も
、
七
任
に
達
し
な
い
場
合

も
あ
る
。
そ
こ
で
「
居
間
の
日
常
に
多
く
、
治
事
の
日
常
に
少
な
い
L

こ
と
に
な
っ
て
、
地
方
行
政
が
治
ま
ら
な
い
原
因
を
つ
く
っ
て
い
る

帥

と
い
う
。

な
く
、

37 

こ
う
し
て
北
宋
末
に
な
る
と
、
官
吏
が
過
剰
に
な
っ
て
、
麓
務
す
る
者
よ
り
は
閑
居
す
る
者
の
方
が
多
く
な
り
、
待
闘
官
吏
が
都
の
み
な
ら

ず
地
方
に
も
増
え
て
い
っ
た
。
仕
事
も
な
く
閑
居
す
る
彼
等
は
、
地
方
官
衝
に
と
っ
て
は
、
見
任
官
が
足
り
な
く
な
っ
た
り
、
急
に
官
吏
を
必

要
と
す
る
よ
う
な
場
合
、
腫
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
官
僚
議
備
軍
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
北
宋
末
に
は
州
廓
等
で
待
闘
官
を
使
う
ケ
ー

ス
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
賑
仰
に
閲
す
る
仕
事
で
あ
る
。
す
で
に
元
祐
五
年
(
一
O
九
O
)
知
杭
州
の
蘇
輯
は
、

杭
州
城
内
外
に
十
九
慮
の

帥

縄
米
場
を
置
き
、
そ
の
事
業
に
「
寄
居
待
閥
官
員
」
を
も
駆
り
出
し
た
。
ま
た
大
観
三
年
(
二

O
九
〉
五
月
十
二
日
戸
部
侍
郎
葉
伶
の
上
言

に
、
護
運
司
は
昨
ご
ろ
寄
居
待
闘
官
を
諸
路
に
汲
遣
し
て
、
濯
本
の
銭
物
等
を
調
査
せ
し
め
た
が
、
そ
の
人
教
が
不
必
要
に
多
か

っ
た
の
で
、

帥

旨
を
得
て
削
減
し
た
。
し
か
し
波
遣
さ
れ
た
官
員
は
な
お
州
鯨
に
居
て
解
雇
さ
れ
て
お
ら
ず
、
元
通
り
給
輿
の
支
給
を
う
け
て
い
る
と
あ
る
。

あ
る
い
は
宣
和
三
年
(
一
一
一
一
一
〉
六
月
十
一
日
の
詔
に
、
方
鵬
の
範
で
被
害
を
う
け
た
江
漸
等
の
諸
州
鯨
の
財
政
立
て
直
し
ゃ
}
措
嘗
す
る
者

凶

を
、
管
轄
下
の
「
見
任
待
闘
寄
居
官
」
内
か
ら
任
ず
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
一

つ
は
鉄
山
の
調
査
官
|
検
踏
坑
冶
官
で
あ
る
。

こ

の
検
踏
官
は
、
人
跡
未
踏
の
深
山
幽
谷
に
分
け
入
っ
て
鎖
脈
の
調
査
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
苦
第
ば
か
り
多
く
て
成
果
の
少
な
い
た
め
に
な
り

帥

手
が
な
い
。
そ
こ
で
大
観
三
年
以
来
、
見
任
官
或
い
は
待
閥
得
替
官
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
坑
冶
開
設
を
名
目
に
し
て
む

や
み
に
見
任
寄
居
待
闘
官
を
検
踏
官
に
し
て
、
州
鯨
を
騒
擾
し
、
俸
給
を
冗
費
し
て
い
る
の
で
、
紹
興
元
年

(
一
二
三
〉

二
月
一
目
、
都
省
は

こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
を
求
問
是
非
と
も
差
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
し
ば
ら
く
見
任
官
を
汲
遣
す
る
よ
う
に
と
上
言
し

榊

こ
の
よ
う
に
待
閥
官
を
汲
遣
す
る
の
は
、
弊
害
を
と
も
な
う
の
で、

一
方
で
は
禁
止
す
る
詔
敷
が
出
さ
れ
て
い
る。

す
な
わ
ち
政
和
二
年
(
一

一
一
二
〉
八
月
十
八
日
の
詔
に
よ
っ
て
、
京
西
南
北
路
の
監
司
に
命
じ
て
方
田
の
寅
施
獄
況
を
視
察
せ
し
め
た
が
、
そ
の
際
「
そ
の
州
牒
の
寄

a
U
M
7
 

ム
H
V

居
待
闘
等
の
官
を
差
す
る
を
得
ず
」
と
あ
る
。
『
宋
史
』
選
奉
志
四
に
も
、
崇
寧
元
年
(
一
一
O
二
〉
「
惟
だ
諸
路
は
直
牒
も
て
待
闘
得
替
官
を

- 37ー
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差
し
て
粂
掻
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
定
め
た
と
あ
る
。
後
述
の
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
南
宋
に
縫
承
さ
れ
た。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
宋
末
に
な
っ
て
、
得
替
、
待
闘
と
並
ん
で
寄
居
の
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

「
見
任
待
闘
寄
居

文
武
官
」
(
宋
禽
要
職
官
四
二
i
一一一一一〉、「
寄
居
待
闘
等
官
」
(
肉
食
貨
四
|
一
O
)、
「
寄
居
待
闘
官
」
(
同
職
官
四
一
丁
一一一四
〉
等
々
で
あ
る
。

寄
居
待

闘
と
あ
る
場
合
、
寄
居
官
と
待
閥
官
と
も
み
ら
れ
る
が
、
南
宋
で
は
一
つ
の
熟
し
た
用
語
と
な
っ
て
お
り
、
寄
居
し
て
待
闘
す
る
官
員
と
い
う

意
味
の
よ
う
で
あ
る
。

南
宋
に
な
る
と
、

上
述
の
ご
と
く
領
土
が
半
減
し
た
た
め
に
差
遣
の
ポ
ス
ト
が
少
な
く
な
り
、
差
遣
に
つ
け
な
い
官
吏
が
激
増
し
、
待
闘
官

録
九
九
)
と
あ
り

は
い
よ
い
よ
多
く
な
っ
た
。
紹
興
九
年
(
一
一
一
二
九
〉
に
「
見
任
の
逼
剣
は
百
五
十
員
、
待
闘
す
る
者
す
な
わ
ち
二
百
八
十
九
員
あ
り
'
」
〈
繋
年
要

買
に
ポ
ス
ト
教
に
倍
す
る
待
閥
官
が
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
六
「
近
歳
堂
部
用
閥
」
に

よ
る
と
、
紹
興
末
(
一
二
ハ
二
〉
に
は
寺
監
の
丞
簿
、

向
学
官
、
大
理
司
直
、
植
密
院
編
修
官
に
も
始
め
て
待
次
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
こ

で
乾
道
五
年
(
二
六
九
〉
、
孝
宗
は
そ
れ
ぞ
れ
に
添
差
を
興
え
、
空
席
が
で
き
て
は
じ
め
て
任
命
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
淳
照
年
間
(
一
一
七
四

J
八

九

)

に

は

、

四

年

は

待

た

ね

ば

な

ら

東
南
の
知
州
は
お
お
む
ね
五
、
六
年
待
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

A
刀
句

'n
v
 

な
か
っ
た
の
で
、
朝
土
は
あ
え
て
地
方
官
を
乞
お
う
と
は
し
な
か

っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
史
籍
に
は
、

四
川
の
よ
う
な
遠
隔
地
で
も
三
、
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し
ば
し
ば
寄
居
待
閥
官
の
弊
害
が
記

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紹
興
十
九
年
三
月
戊
成
、
知
復
州
劉
崎
は
、

A
司
uv

h
u、

湖
北
の
豚
令
は
、
七
、
八
年
正
官
な
く
、
寄
居
待
関
官
を
以
て
こ
れ
を
掻
す
る
者
あ
り
、
事
多
く
畷
弛
し
、
民
は
そ
の
弊
を
受
く
。

と
上
言
し
、
同
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
、
司
封
員
外
郎
王
藻
の
言
に
も
、

〔
豚
〕
令
を
閥
く
去
庭
に
遇
有
す
れ
ば
、
多
く
寄
居
待
次
の
人
を
差
す
。
夫
れ
寄
居
待
次
し
、
区
々
と
し
て
馳
驚
し
、
以
て
掻
官
を
ち
う
も
の
は
、
必
ず
鐙

捻
し
い
ま
ま

園
裕
民
の
心
な
し
。
倉
庫
を
喝
し
て
以
て
私
恩
を
示
し
、
食
残
を
縦
に
し
て
以
て
己
が
欲
を
滋
く
す
る
も
の
有
る
に
至
る。

一
口
巴
の
閥
、

公
私
と
も
困
弊

、品切

は
じ

h
H
V

し
、
物
論
容
れ
ざ
れ
ば
、
方
め
て
去
計
を
潟
す
。

と
あ
り
、
寄
居
待
欄
官
は
往
々
鯨
令
の
代
行
を
つ
と
め
た
が
、
彼
等
は
そ
の
職
務
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

た
だ
私
欲
に



の
み
は
し
っ
て
民
の
生
活
を
苦
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
賂
作
監
蘇
山
の
上
言
に
よ
る
と
、
州
鯨
に
は
正
官
の
ほ
か
に
機
察
(
税
務
)
、
措

置
〈
酒
醸
専
貰
)
、
提
勲
(
薬
局
)
な
ど
の
名
目
的
な
ポ
ス
ト
を
置
い
て
待
闘
官
に
輿
え
、

ら
あ
っ
た
。

な
か
に
は
一
つ
の
ポ
ス
ト
に
数
人
を
充
て
る
場
ム
同
す

、口
J
ヲ

'nν 

し
か
も
彼
等
は
擢
勢
を
惜
ん
で
い
ば
り
ち
ら
し
、
正
官
も
頭
が
あ
が
ら
な
い
始
末
で
あ
っ
た
と
い
う
。
待
闘
官
を
慮
遇
す
る
た
め

に
、
州
鯨
で
は
諸
種
の
便
宜
を
は
か
つ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寄
居
待
闘
官
が
州
鯨
官
を
粂
揖
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定

は
存
し
た
が
、
賓
際
に
は
な
か
な
か
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
し
ば
し
ば
こ
の
規
定
が
申
巌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寄
居
待
関
官
と

い
う
の
は
、
地
方
行
政
上
、

は
な
は
だ
厄
介
な
存
在
で
あ
っ
た
。

寄
居
待
闘
の
保
法

北
宋
末
以
来
、
寄
居
待
闘
官
が
増
加
し
て
、
そ
れ
が
地
方
行
政
上
に
看
過
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
た
の
で
、
南
宋
で
は
寄
居
を
規
制
す
る
法

律
が
整
備
さ
れ
、
『
慶
元
篠
法
事
類
』
巻
七
、
職
制
門
四
に
は
、
と
く
に
「
寄
居
待
閥
」
の
項
が
立
て
ら
れ
、
関
係
法
規
が
集
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
職
制
敷
は
二
篠
あ
り
、
第
一
僚
は
つ
ぎ
の
法
文
で
あ
る
。

諸
外
任
官
、
任
を
罷
め
て
未
だ
参
年
に
及
ば
ず
し
て
、
本
慮
〔
原
註
日
州
官
は
本
州
、
豚
官
は
本
豚
に
於
け
る
を
謂
う
〕
に
於
い
て
寄
居
せ
る
者
は
、
徒
一

帥

年
〔
親
麗
或
い
は
産
業
有
る
の
人
、
若
し
く
は
本
郷
里
な
る
者
は
非
〕。

ア.，.， 39で

つ
ま
り
、
地
方
官
で
任
期
を
終
え
て
後
、
三
年
以
内
は
そ
の
土
地
、
州
官
な
ら
ば
そ
の
州
、
鯨
官
な
ら
ば
そ
の
照
に
寄
居
し
て
は
な
ら
な
い
。

違
犯
す
れ
ば
徒
一
年
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
、
若
し
そ
の
州
鯨
に
親
属
が
い
た
り
財
産
を
置
い
て
い
た
り
、
本
籍
地
で
あ
る
場
合
は
、
三
年
以
後
も

寄
居
を
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
官
吏
の
任
地
で
の
つ
な
が
り
を
警
戒
し
、
地
域
社
舎
に
根
を
下
す
の
を
防
止
す
る
た
め
の
法
律

、明

U
，

h
p
 

こ
れ
を
寄
住
戸
と
い
っ
た
。

で
あ
る
。

罷
任
後
も
そ
の
ま
ま
任
地
に
居
す
わ
る
傾
向
は
、

す
で
に
唐
代
後
期
に
も
み
ら
れ、

し
か
し
唐
代
で
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は
、
そ
れ
が
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
寄
居
を
禁
ず
る
法
律
は
、
宋
代
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

「
寄
居
待
闘
」
の
項
に
載
せ
る
職
制
敷
の
第
二
は
、
地
方
官
の
移
動
|
到
着
、
罷
任
、

事
故
ー
が
あ
っ
た
場
合
、
所
属
の
官
が
期
限
内
に
吏
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部
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
、
杖
査
伯
に
躍
す
、
吏
人
は
参
犯
す
れ
ば
動
停
、
官
員
は
奏
裁
せ
よ
、
と
の
法
律
で、

そ
の
土
地
に
居
住
す
る
寄
居
待

闘
官
の
事
故
の
場
合
に
も
同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
職
制
令
に
は
、

お
よ
そ

諾
州
は
、

つ
ま
り
所
在
官
街
は
管
轄
下
に
寄
居
す
る
待
闘
官
等
の
動
静
を
把

「
供
寄
居
承
直
郎
以
下
獄
」
を
、
上
牢
年
は
七
月
上
旬
、
下
山
十
年
は
次
年
正
月
上
旬
に
申
援
す
ベ
し
。

と
あ
り
、
毎
年
二
回
、
管
内
の
承
直
郎
(
従
八
品
)
以
下
の
寄
居
官
の
名
簿
を
向
書
吏
部
に
報
告
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
そ
の
書
式
(
職
制

式
)
に
は
、
得
替
(
罷
任
)
、
待
閥
、
丁
憂
、
停
替
、
及
第
出
身
遁
仕
郎
(
従
八口
問
)
の
類
、
が
列
奉
さ
れ
て
お
り
、
中
央
に
報
告
す
べ

き
下
級
寄
居

待
闘
官
に
ど
の
よ
う
な
官
吏
を
含
ん
で
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
と
く
に
重
要
な
存
在
は
待
闘
官
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
寄
居
待
闘
」
の
項
に
は
載
せ
な
い
が
、
寄
居
待
闘
官
に
関
し
て
重
要
な
規
定
は
、
彼
等
に
射
す
る
差
遣
に
つ

い
て
で
あ
る
。

『
慶
元
篠
法

事
類
』
巻
六
、
職
制
門
三
「
権
揖
差
委
」

の
職
制
敷
に

諸
知
州
、
遁
剣
、
豚
令
の
閥
、
及
び
添
差
、
特
差
の
官
に
、
故
あ
り
或
い
は
任
満
ち
て
、
鯛
ち
寄
居
待
闘
官
を
差
し
て
粂
癒
せ
し
め
た
る
も
の
、
弁
び
に
差

を
受
け
た
る
者
は
、
並
び
に
遠
制
を
以
て
論
ず
。
因
っ

て
枚
受
、
供
給
せ
る
者
は
坐
賊
も
て
論
ず
。

即
ち
繁
難
鯨
令
の
閥
、
磨
に
権
官
を
差
す
べ
き
も
の
に
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し
て
、
純
ち
本
貫
慨
び
産
業
有
り
、
弁
び
に
見
に
寄
居
し
、

若
し
く
は
喜
っ
て
寄
居
せ
る
慮
に
在
る
も
の
を
差
す
る
君
、

元
差
弁
び
に
受
差
の
官
の
罪

も
亦
か
く
の
ご
と
し
(
下
略
)
。

と
あ
り
、
ま
た
右
の
後
半
部
分
、
繁
難
豚
令
の
闘
に
関
す
る
職
制
令
に
、

諸
繁
難
豚
令
の
関
〔
原
註

・
吏
部
の
籍
定
せ
る
者
を
謂
う
〕
本
路
に
官
の
差
す
べ
き
者
な
け
れ
ば
、
儲
押
運
・
提
貼
刑
獄
司
は
、
罷
任
待
関
官
内
に
於
い
て
、

年
未
だ
陸
拾
な
ら
ず
、
曾
っ
て
豚
令
を
歴
て
、
私
罪
疾
病
な
く
、

及
び
見
に
停
替
に
あ
ら
ざ
る
人
を
選
差
し
て
権
せ
し
め
よ
。
本
貫
及
び
産
業
あ
り
、
弁
び

内
初
，

h
M
V
 

に
見
に
寄
居
し
、
若
し
く
は
醤
曾
っ
て
寄
居
せ
し
庭
に
在
る
も
の
を
差
す
る
を
得
ず
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
知
州
、
遁
剣
、
知
鯨
等
の
ポ
ス
ト
が
空
い
た
場
合
に
寄
居
待
関
官
を
代
理
に
任
じ
て
は
な
ら
な
い
。
繁
難
の
廓
令
の
代
理

に
は
罷
任
待
閥
官
を
選
差
し
て
よ
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
豚
に
本
籍
の
あ
る
者
、
国
産
を
置
い
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
現
に
そ
こ
に
寄



居
し
て
い
る
者
、

か
つ
て
寄
居
し
た
こ
と
の
あ
る
者
を
差
遣
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
俊
法
か
ら
、
同
じ
待
関
官
と
い

っ
て
も
、
嘗
該
鯨
に
寄
居
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
は
匡
別
さ
れ
て
レ
た
こ
と
、
そ
の
土
地
に
少
し
で
も
関
係
の
あ
る
者
は
、

た
と
い
乗
描

の
官
で
あ
っ
て
も
差
遣
さ
れ
な
い
と
い
う
巌
密
な
規
定
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
朝
廷
が
官
吏
の
地
縁
的
結
び

つ
き
に
い
か
に
紳
艇
を

尖
ら
せ
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
職
制
令
と
同
じ
文
が
『
宋
舎
要
』
職
官
四
八
|
三
二
、

宣
和
二
年
(
一
一
一
一

O
〉
十
二
月
二

、内
uv

ん
凶
い

十
三
日
中
書
省
・
尚
書
省
の
言
に
み
え
る
。
よ
っ
て
こ
の
令
は
、
宣
和
二
年
に
増
修
さ
れ
て

「政
和
職
制
令
」
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
南
宋

で
も
行
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
前
掲
職
制
式
中
の
承
直
郎
と
逼
仕
郎
は
と
も
に
崇
寧
寄
様
階
官
名
で
あ
る
が
、
後
者

、nH，
，M
H
V
 

は
政
和
二
年
に
従
政
郎
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
式
は
崇
寧
年
聞
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

令
は
、
こ
の
語
が
史
籍
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
北
宋
末
、
徽
宗
朝
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

南
宋
に
い
た

っ
て
も
、
寄
居
官
を
州
鯨
の
闘
官
に
注
授
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
詔
敷
が
、

つ
ま
り
寄
居
待
闘
に
関
す
る
法

五
八
)
二
月
四
日
の
詔
に
は

し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
。
紹
輿
二
十
八
年
(
二

帥

「
州
鯨
閥
官
の
、
法
と
し
て
雁
に
掻
官
を
差
す
べ
き
者
、
本
慮
の
寄
居
官
を
差
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
あ
り
、
同

三
十
年
四
月
十
九
日
の
詔
に
も
「
謄
ゆ
る
己
に
差
遣
を
得
た
る
人
は
、
奮
法
に
遭
依
し
て
、
半
月
を
限
っ
て
出
門
し
、
州
鯨
閥
官
の
、
鹿
に
専

A
S，
 

ん
凶
い

揮
す
べ
き
者
は
、
本
慮
の
寄
居
官
を
差
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
幾
た
び
も
寄
居
官
の
州
鯨
官
粂
擦
を
禁
ず
る
詔
款
が
出
て

- 41ー

い
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
禁
令
は
あ
っ

て
も
な
か
な
か
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
宋
代
で
は
本
貫
廻
避
の
制
が
行
わ
れ
て
、

寄
居
の
場
合
で

『
繋
年
要
録
』
巻

一
七
五
、
紹
興
二
十
六
年
十
月
丙
子
僚
に
、

命
官
の
国
産
所
在
の
州
、
或
い
は
寄
居
し
て
七
年
に
及
べ
ば
、

並
び
に
差
遣
を
注
擬
す
る
こ
と
を
許
さ
判
。

官
吏
は
本
籍
地
に
赴
任
す
る
こ
と
を
許
き
れ
な
か
っ
た
が
、

も

一
定
の
年
月
を
経
る
と
、
寄
居
地
は
本
貫
同
様
に
み
な
さ
れ
た
。

と
、
寄
居
す
る
こ
と
七
年
に
及
ぶ
と
本
貫
な
み
に
見
な
さ
れ
た
。
七
年
と
い
う
年
限
は
、
嘗
時
、
定
住
の
一

つ
の
目
安
で
あ
っ
て
、

科
事
制
度

A
吋
ザ

ん胆

七
年
た
て
ば
そ
の
地
で
の
受
験
が
許
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
財
産
を
有
す
る
土
地
は
、
居
住
の
年
限
に

で
や
か
ま
し
い
寄
陸
の
規
定
で
も
、
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か
か
わ
り
な
く
、
本
貫
同
様
に
扱
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
紹
輿
二
十
七
年
十
月
八
日
の
詔
に
、
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態
ゆ
る
A

叩官
の
他
の
州
豚
に
寄
居
し
て
己
に
七
年
に
及
ぶ
も
の
、
未
だ
七
年
に
及
ば
ざ
る
も
、
国
産
、
物
力
の
三
等
戸
以
上
に
及
ぶ
も
の
有
れ
ば
、

並
び
に

A
N
w，
 

そ

μド

本
の
庭
の
差
遣
を
注
授
す
る
を
許
さ
ず
。
訪
問
し
た
る
に
、
近
ご
ろ
の
注
授
多
く
遠
戻
あ
り
、
並
び
に
雨
易
す
ベ
し
。

と
あ
っ
て
、
第
三
等
戸
以
上
の
国
産
、
物
力
を
置
く
土
地
は
廻
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
同
年
六
月
十
六
日
吏
部
の
言
に
よ

4
H，
 

'M
円
、

る
と
、
そ
の
土
地
に
居
住
し
て
い
な
く
て
も
、
注
授
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
注
授
の
の
ち
に
産
業
所
在
の
地
で
あ
る
こ
と
が
分

か
れ
ば
、
任
地
の
交
換
H
雨
易
を
行
っ
た
。
紹
興
三
十
二
年
三
二
公
一
)
十
二
月
二
十
四
日
、
新
知
池
州
自
康
問
と
知
徽
州
欝
良
朋
と
の
任
を

雨
易
せ
し
め
た
が
、
こ
れ
は
贋
聞
が
池
州
管
下
の
石
油
峠
鯨
に
国
産
を
持
っ
て
い
る
た
め
他
州
に
換
え
て
ほ
し
い
と
上
詩
し
た
こ
と
か
ら
行
わ
れ

た
措
置
で
あ
っ
判
。
ま
た
乾
道
七
年
(
二

七
一
)
八
月
二
十
四
日
、
新
知
撫
州
曾
協
と
新
知
永
州
買
選
の
任
が
雨
易
さ
れ
た
の
は
、

協
が
撫
州

A
W叩

'un、

に
田
産
を
有
し
廻
避
を
乞
う
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
田
産
廻
避
は
、
南
宋
時
代
に
よ
く
行
わ
れ
た
。
も
っ

と
も
朱
煮
の
場
合
、
江
東

提
刑
を
授
け
ら
れ
た
時
に
田
産
廻
避
を
願
っ
た
が
、

「
田
産
は
特
に
回
避
を
菟
ず
」

と
の
聖
旨
が
出
さ
れ
て
お
り

(
朱
文
公
文
集
巻
二
二
、
欝
克
江

東
提
刑
奏
欣
二
)
、

本
貫
廻
避
ほ
ど
厳
格
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、

こ
う
し
た
産
業
所
在
地
を
廻
避
せ
し
め
る
規
定
が
つ
く

- 42ー

ら
れ
行
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
官
僚
が
、
本
籍
地
以
外
に
お
い
て
、

つ
ま
り
寄
居
の
地
で
財
産
の
増
殖
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と

を
、
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
掲
紹
興
二
十
七
年
十
月
の
詔
に
引
く
篠
法
は
、

園
子
監
丞
朱
悼
の
上
言
に
も
と
づ
レ
て
、
同
年
六
月
十
六
日
に
吏
部
が
制
定
し

た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
朱
停
上
言
に
は
興
味
深
い
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
お
よ
そ
の
内
容
を
奉
げ
る
と
、

「
鐙
選
の
候
法
は
詳
密
と
蹴

せ
ら
れ
る
が
、

し
か
し
注
擬
の
際
に
、
抜
け
道
が
あ
り

な
お
弊
害
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

往
年
(
北
宋
)
四
方
の
土
人
で
開
封
の
戸
貫
を

用
い
て
進
士
科
に
臆
試
し
た
者
は
数
え
切
れ
な
い
。
今
、

そ
の
子
孫
は
ぬ
け
ぬ
け
と
こ
の
開
封
の
戸
籍
に
依
っ
て
、
自
分
の
郷
里
で
官
に
就
い

て
お
り
、
詮
曹
も
そ
れ
を
禁
止
す
る
す
べ
が
な
い
。
ま
た
久
し
く
他
州
に
寄
居
し
て
財
産
を
豊
殖
し
な
が
ら
、
戸
籍
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
者

は
、
子
孫
が
寄
居
の
州
鯨
で
官
に
就
い
て
い
て
も
、
そ
れ
を
禁
ず
る
法
令
が
な
い
。
そ
こ
で
彼
等
は
自
分
の
家
に
居
な
が
ら
出
仕
し
、
擢
勢
を

振
り
か
ざ
し
て
、
日
頃
の
私
欲
を
遣
し
く
し
よ
う
と
す
る
。
な
か
で
も
蘇
令
、
獄
官
、

倉
官
な
ど
に
そ
の
弊
が
と
く
に
甚
し
く
、
取
り
締
ら
な
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い
と
、
公
私
と
も
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
有
司
に
申
筒
し
て
、
法
禁
を
巌
立
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
。
興
味
深
い
の
は
、
北
宋
時
代
に

さ
か
ん
で
あ
っ
た
科
翠
の
寄
躍
の
弊
が
南
宋
に
な
っ
て
か
ら
も
尾
を
引
き
、
寄
躍
の
戸
籍
を
悪
用
し
て
、

寅
際
の
本
籍
地
で
差
遣
に
就
く
も
の

が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
吏
部
制
定
の
像
法
で
は
、
は
じ
め
に
「
官
員
も
と
本
貫
に
土
著
せ
る
人
に
し
て
、
祖
父
よ
り
以
来
、
別
の
州
軍

e‘
脅
A
g

の
戸
貫
を
用
い
る
者
あ
ら
ば
、
並
び
に
合
に
本
貫
に
は
差
注
を
許
さ
ず
と
の
係
法
に
依
る
ベ
し
」
と
の
一
僚
を
加
え
た
。
し
か
も
こ
の
候
文
は

南
宋
末
ま
で
引
き
つ
が
れ
た
。

以
上
は
高
宗
朝
に
作
成
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
孝
宗
朝
以
後
も
、
寄
居
差
遣
を
禁
ず
る
詔
敷
は
く
り
か
え
し
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

b
h
v
 

れ
ら
は
景
定
三
年
(
一
二
六
七
〉
編
纂
の

『吏
部
候
法
』
(
、
氷
祭
大
典
所
枚
)
に
牧
載
さ
れ
た。

ま
た
淳
照
九
年
〈
一

一
八
二
)
孝
宗
は
、
吏
部
修
定

の
寄
居
差
遣
を
禁
ず
る
法
文
を
み
て
、

「
寄
居
が
七
年
に
及
ば
ず
、
国
産
が
第
三
等
戸
に
及
ぼ
な
く
て
も
、
お
よ
そ
国
産
を
有
し
寄
居
し
て
い

一
切
差
遣
を
注
授
し
で
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
敷
令
所
に
命
じ
奮
法
を
参
照
し
て
修
定
せ
し
め
、
同
年
二
月
五
日
、

つ
ぎ
の
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る
州
鯨
に
は
、

款
が
出
さ
れ
た
。

諸
注
官
〔
原
註
日
登
務
せ
ざ
る
も
の
は
非
〕
本
貫
州
に
注
せ
ず
〔
父
祖
に
因
っ
て
別
州
の
戸
貫
を
改
用
す
る
者
同
じ
。
際
ゆ
る
帥
司
・
監
司
嵐
官
を
ば
置
司

州
に
注
す
る
に
、
木
貫
に
係
る
者
は
皆
こ
れ
に
准
ず
〕
。
本
貫
に
係
ら
ざ
る
も
、
寄
居
し
て
一
一一年
に
及
び
、
或
い
は
未
だ
三
年
に
及
ば
ず
と
も
、
国
産
物
カ

A
明
U
守

也

・

易

、

b
h
v

あ
れ
ば
、
居
住
の
庭
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
亦
た
注
せ
ず
〔
宗
室
同
〕
。
卸
し
本
貫
開
封
な
ら
ば
、
惟
だ
本
の
燃
に
の
み
注
せ
ず
。

こ
の
規
定
は
、
孝
宗
の
意
向
に
よ
っ
て
、
紹
興
時
に
く
ら
べ
て
更
に
制
限
を
き
び
し
く
し
て
、
七
年
を
三
年
と
す
る
。

『
吏
部
練
法
』
差
注
門
、
締
法
撮
要
の
中
の
二
箇
所
に
そ
っ
く
り
引
か
れ
る
〈
永
祭
大
奥
各
一
四
六
二
O
l
-
-
D、
固
と
が
、

年
限
は
制
ら
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
淳
照
以
後
に
ふ
た
た
び
寄
居
篠
件
は
い
さ
さ
か
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
註
の
父
租
云
々
は
前

掲
紹
興
二
十
七
年
(
二
五
七
)
制
定
の
篠
項
で
あ
り
、
帥
司
・

監
司
の
属
官
は
本
貫
が
監
司
を
置
く
州
軍
で
あ
る
場
合
の
み
廻
避
す
る
と
い
う

帥

の
は
、
組
宗
以
来
の
法
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
寄
居
待
欄
中
の
官
僚
は
、
州
制
師
の
欄
官
を
粂
揖
す
る
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
特
別
に
認
め
ら
れ
る
場
合
は
あ

っ

も
っ
と
も
、

こ
れ
は

た
だ
三
年
と
い
う

43 
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?こL

「臨
安
府
を
本
貫
と
し
、
弁
び
に
寄
居
す
る
人
は

一
つ
は
臨
安
府
の
場
合
。
淳
照
七
年

(
一一

八
O
〉
十
二
月
十
八
日
の
敷
に
よ
っ
て
、

京
局
の
案
闘
に
注
授
す
る
こ
と
を
許
す
」
と
さ
れ
、
『
吏
部
俊
法
』
差
注
門
、
総
法
撮
要
に
牧
め
る
。
い
ま

一
つ
は
漕
司
が
任
命
す
る
解
試
の

考
試
官
で
あ
る
。
淳
照
四
年
六
月
七
日
、
江
南
西
路
轄
蓮
司
は
、

本
路
の
試
官
の
定
員
は
五
十
員
で
あ
る
が
、
十
六
員
絞
け
て
い
る
の
で
、
本

路
の
寄
居
待
闘
官
の
う
ち
で
、
か
つ
て
博
翠
宏
詞
科
に
及
第
し
た
者
と
数
官
、
あ
る
い
は
進
土
科
の
殴
試
第
一
甲
、
省
試
の
上
位
十
名
、
か
っ

倒

て
太
同
月
干
の
上
舎
に
陸
補
せ
ら
れ
た
人
を
選
差
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
、
認
め
ら
れ
た
。
江
西
轄
運
司
は
三
年
後
の
淳
照
七
年
の
試
験
で
も
十
九

人
の
闘
員
を
生
じ
た
が
、
さ
き
に
差
遣
し
た
寄
居
待
閥
官
は
す
で
に
官
に
赴
い
た
り
事
故
が
あ
っ
た
り
し
て
、
係
件
に
合
う
者
、
が
い
な
い
の
で
、

伺

さ
き
の
僚
件
を
は
ず
し
て
、
文
準
優
長
に
し
て
か
つ
て
試
官
と
な

っ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
選
差
せ
し
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
寄
居
待
闘
す
る

官
僚
は
多
く
て
も
、
最
初
の
よ
う
な
き
び
し
い
篠
件
を
満
た
し
う
る
者
と
な
る
と
、

江
西
一
路
を
摩
げ
て
も
そ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
旦
、
江
西
の
例
が
聞
か
れ
る
と
、
他
路
で
も
こ
れ
に
な
ら
う
こ
と
に
な
り
、
淳
照
十
年
に
雨
漸
轄
運
使
が
同
様
の
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要
請
を
行
い
(
同
二
二
五
)
、
嘉
定
三
年
(
二
二

O
)
四
月
二
十
四
日
臣
僚
の
言
に
も
「
漕
司
が
差
す
る
と
こ
ろ
の
考
試
官
は
多
く
寄
居
待
闘

官
で
あ
る
」
(
同
一
一一一
li--
一
二
〉
と
あ
る
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
じ
た
。
差
充
さ
れ
た
寄
居
待
闘
官
は
、
本
貫
か
ら
あ
ま
り
離
れ

て
い
な
い
の
で
、
郷
人
か
ら
私
蝿
を
う
け
る
こ
と
が
多
く
、

し
か
も
彼
等
は
権
勢

を
た
の
ん
で
試
官
に
差
充
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
こ
で
諸
州
の
考
試
官
は
、
見
任
官
中
の
科
事
出
身
者
に
委
嘱
し
、
寄
居
待
闘
官
を
差

伺

充
せ
し
め
な
い
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
寄
居
待
闘
官
を
考
試
官
に
充
て
た
の
は
、

淳
照
四
年
(
一
一
七
七
)
か
ら
嘉
定
三
年
(
二一一

O
)

ま
で
三
十
四
年
間
、
都
合
十
一
回
の
科
翠
で
行
わ
れ
た
便
法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
右
の
臣
僚
の
言
の
中
に
「
寄
居
待
闘
の
差
を
被
る
者
、
本
貫

相
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
率
ね
多
く
私
蝿
の
弊
あ
り
」
と
の
指
摘
は
、
注
目
さ
れ
る
。
他
慮
に
寄
居
す
る
と
い

っ
て
も
、
必
ず
し
も
本
籍
地
か

震
表
(
掲
梼
)
が
あ
る
た
び
に
と
か
く
の
批
剣
を
受
け
る
。

ら
遠
く
は
な
れ
た
慮
に
居
住
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
近
い
慮
に
寄
居
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

き
て
、
寄
居
待
闘
官
は
以
上
の
よ
う
な
諸
種
の
規
制
を
受
け
、
地
方
に
あ
っ
て
行
政
に
口
出
し
で
き
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
が
、

一
面
、

彼
等
に
は
現
任
官
に
な
い
特
権
も
輿
え
ら
れ
て
い
た
。



〔
紹
興
五
年
〕
一
一
一
月
二
十
九
日
、
詔
す
ら
く
、
出
質
せ
る
複
官
等
の
田
は
、
今
年
二
月
二
十
四
日
す
で
に
降
せ
る
指
揮
も
て
、
監
司
、
州
豚
官
吏

・
公
人
は

制

並
び
に
牧
買
を
許
さ
ざ
る
の
外
、
そ
の
寄
居
待
関
官
の
買
う
を
願
う
者
は
聴
す
、
と
。

一繭
建
路
提
刑
呂
聴
聞
の
請
に
従
う
な
り
。

つ
ま
り
寄
居
待
闘
官
は
出
賓
の
官
田
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
候
法
は
、
紹
興
二
十
八
年

(
二
五
八
)
十
月
十
七
日
の

倒僚
に
も
み
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
紹
興
中
は
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
寄
居
待
関
官
は
国
産
所
在
地
の
差
遣
は
許
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
寄
居
の
地
で
買
回
す
る
こ
と
自
睦
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
規
定
は
、
嘗
時
の
官
僚
が
閑
居
し
て
買
回
殖
産

す
る
風
潮
を
い
っ
そ
う
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四

寄

居

と

土

居

以
上
の
ご
と
く
、
宋
代
の
官
僚
は
官
位
を
帯
び
俸
稔
を
食
み
な
が
ら
職
事
を
も
た
な
い
閑
居
の
時
期
が
あ
り
、
官
僚
が
過
剰
に
な
っ
た
北
宋
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後
期
以
降
、
閑
居
す
る
期
聞
は
年
と
と
も
に
長
く
な
っ
た
。
閑
居
で
き
る
の
は
主
に
嗣
官
を
興
え
ら
れ
た
時
か
、
待
闘
の
時
で
あ
り
、
そ
の
時

期
に
官
僚
は
郷
里
に
蹄
る
者
も
い
た
が
、
他
郷
に
寄
居
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
こ
と
に
待
闘
官
の
場
合
は
「
寄
居
待
闘
」
と
熟
し
て
用
い
ら

れ
、
寄
居
の
風
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
南
宋
に
な
る
と
、

寄
居
士
大
夫
の
弊
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
例
え
ば
紹
興
二
十
二
年
、
大
理
正
張
蟻
は
「
寄
居
の
士
大
夫
が
大
姓
豪
家
と
と
も
に
、
村
民
を
騒
擾
し
、
や
や
も
意
の
ご
と
く
な
ら
な

A
団四
，

い
と
、
即
ち
に
都
保
に
迭
っ
て
、
鎖
で
つ
な
ぎ
撞
楚
す
る
」
と
論
じ
、
守
令
に
命
じ
て
取
り
締
る
よ
う
に
乞
う
て
い
る
。

ま
た
嘉
定
十
年
(
一

二
一
七
)
十
月
四
日
の
臣
僚
の
言
に
も
、
州
鯨
を
擾
す
も
の
六
つ
を
穆
げ
て
、
そ
の
第
一
に
「
勢
を
侍
ん
で
干
請
し
、
公
を
挟
ん
で
私
を
演
す
」

制

「
寄
居
の
擾
」
を
翠
げ
て
い
る
。
史
籍
に
は
、
な
か
で
も
新
西
地
方
に
寄
居
し
て
弾
劾
を
う
け
た
官
僚
の
記
事
が
自
に
つ
く
。
二
、
三
の
例
を

参
げ
て
み
よ
う
。
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「
二
人
は
守
官
寄
居
、
皆
卒
江
衝
要
の
地
に
在
っ
て
、
異

設
を
唱
え
允
」
と
の
殿
中
侍
御
史
李
文
舎
の
弼
劾
を
う
け
て
、
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
(
繋
年
要
録
一
五
て
紹
興
十
四
年
三
月
壬
申
篠
V

。

建
寧
軍
承
宣
使
・
提
翠
江
川
太
卒
観
解
潜
と
明
州
観
察
使
・
掘
削
西
馬
歩
軍
総
管
辛
、
氷
宗
と
は
、
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右
正
奉
大
夫
宋
規
は
、
罷
め
て
卒
江
に
居
た
が
、

「崎
郡
に
寄
居
し
て、

妻
熊
章
惇
の
家
と
交
結
し、

園
事
を
動
揺
せ
ん
と
欲
し
た
」
と
四弾
劾
さ
れ
た

(同

三
ハ
二
、
紹
興
二
十
一
年
八
月
乙
亥
依
)
。

例
中
侍
大
夫

・
祭
州
刺
史
劉
光
織
は
、
卒
江
に
寄
居
し
て
、
民
産
を
侵
奪
し
、
州
豚
を
干
援
し
た
(
宋
舎
要
職
官
七
O
|五
二〉。

ω
園
子
監
主
簿
沈
文
は
、
宜
興
に
宋
同
居
し
て
、
豚
政
に
干
奥
し
た
(
同
七

一
l
一
一
一
)。

添
差
掘
削
東
参
議
官
方
雲
翼
は
、
秀
州
に
寄
居
し
て
、
守
臣
を
脅
侍
し
、
他
人
の
菅
映
の
産
を
奪
取
し
た
(
同
七
O
|四
五
)。

戸
部
侍
郎
方
滋
は
、
秀
州
に
寄
居
し
て
、
ひ
と
り
秀
州
に
の
み
〔
和
羅
米
水
脚
銭
を
〕
支
給
し
よ
う
と
欲
し
た
〈
同
七
一

一六〉
。

(5) (6) 
ま
た
紹
興
二
十
九
年
ハ
二
五
九
)
ご
ろ
「
大
理
寺
評
事
八
員
の
う
ち
、

害
川

ハ
湖
州
〉
に
寄
居
す
る
者
は
五
員
、
お
お
む
ね
皆
富
室
右
族
で
あ

(
撚
年
要
録
一
八
一
一
)
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く

上
記
の
寄
居
の
諸
州
は
太
湖
周
迭
の
穀
倉
地
帯
に
あ
り
、

近
い
便
利
な
場
所
で
あ
る
。
閑
居
の
士
大
夫
が
こ
の
地
域
に
集
中
し
て
寄
居
し
た
の
も
、

蓋
し
嘗
然
で
あ
る
。
そ
し
て

ω同
に
み
ら
れ
る
ご
と

る
しー

し
か
も
都
に

く
、
彼
等
は
権
勢
を
振
り
か
ざ
し
て
不
法
に
土
地
を
ふ
や
す
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ωω
の

よ
う
に
、
寄
居
の
士
大
夫
が
園
政
の
批
判
勢
力
と
し
て
嘗
局
者
か
ら
警
戒
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に

ωの
解
潜
は
宰
相
越
鼎
の
客
人

で
秦
檎
の
和
議
に
反
劃
し
た
者
で
あ
る
。
彼
を
弾
劾
し
た
監
中
侍
御
史
李
文
舎
は
、
こ

の
前
年
の
紹
興
十
三
年
四
月
庚
辰
に
、
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寄
居
の
士
大
夫
は
州
豚
を
干
援
す
。
叉
監
司
、
郡
守
お
お
む
ね
比
由親
故
な
れ
ば
、
敢
て
誰
何
す
る
こ
と
な
し
。
望
む
ら
く
は
巌
に
戒
約
を
加
え
、
も
し
或
い

あ

ら

た

お

φ
る

は
俊
め
ず
ん
ば
、
監
司
、
郡
守
を
し
て
審
か
に
姓
名
を
具
し
て
間
奏
せ
し
め
、
重
く
胤
(癒
に
貿
き
、
赦
を
以
て
康
さ
ざ
れ
。

「
時
に
士
大
夫
の
秦
槍
と
論
を
異
に
す
る
者
、
多
く
奉
洞
里
居
し
、
或
い
は
他

b
h
v
 

郡
に
僑
寄
す
る
も
、
こ
れ
よ
り
以
次
に
罪
を
被
れ
り
」
と
解
説
す
る
。

と
論
奏
し
て
聴
従
さ
れ
た
が
、
史
籍
は
こ
の
記
事
に
加
え
て

つ
ま
り
「
州
牒
を
干
擾
し
た
」
こ
と
を
口
貫
に
し
て
、
都
に
近
く
に
寄

居
し
て
朝
政
を
批
判
し
、
和
議
に
反
劃
す
る
者
に
罪
を
き
せ
て
遠
方
に
流
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
の
解
潜
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
。
南
宋
に
な

っ
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
寄
居
士
大
夫
の
弊
と
い
う
の
も
、
そ
の
背
景
に
は
官
界
の
涯
閥
抗
争
が
か
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
心
得
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。



と
こ
ろ
で
寄
居
に
反
射
の
語
は
土
居
で
あ
る
が
、
史
籍
に
は
寄
居
同
様
、
土
居
士
大
夫
の
弊
も
記
さ
れ
て
い
る
。

紹
興
十
六
年
二
月
壬
氏
、
右
司
員
外
郎
李
朝
正
面
劃
し
て
論
ず
ら
く
、
土
居
士
大
夫
、
州
鯨
を
干
援
し
、

、qa，
あ
や

わ
ざ
れ
ば
、
或
い
は
猪
拾
に
遭
う
・
:
と
。

〔
豚
〕
令
と
な
る
者
、
法
を
曲
げ
て
順
従
す
る
能

大
理
評
事
翠
街
面
制
到
し
て
言
え
ら
く
、

並
び
に
上
司
の
公
吏
あ
り
て
、

伺

て
、
毎
石
坐
な
が
ら
に
し
て
銭
数
百
を
享
け
、
或
い
は
一
貫
以
上
に
至
る
。
・
・
・
望
む
ら
く
は
申
巌
禁
止
せ
よ
、
と
。
之
に
従
う
。

州
燃
の
米
斜
を
受
納
す
る
に
、

必
ず
土
居
及
び
寄
居
の
官
員
土
人
、

封
紗
請
求
し.に

た
だ
し
寄
居
の
土
大
夫
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
そ
の
弊
害
を
述
べ
る
が
、
土
居
の
場
合
に
は
地
方
行
政
に
参
霊
協
力
し
、

貢
献
し
た
記

事
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

〔
知
一
繭
州
〕
張
守
、
途
に
土
居
の
土
大
夫
と
謀
り
、
質
封
の
設
を
鴛
り
、
上
等
四
十
徐
剃
を
存
留
し
て
、
以
て
員
借
の
俸
法
を
待
ち
、
徐
は
悉
く
寅
封
を信用

制

し
て
、
金
多
き
者
之
を
得
せ
し
む
。
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と
、
張
守
が
一
踊
州
寺
院
の
住
持
権
を
寅
封
入
札
し
た
と
き
、
土
居
の
士
大
夫
と
相
談
し
て
貫
行
に
移
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
よ
り
先
、
一
幅
建
轄

伺

運
使
は
、
一
踊
州
土
居
の
陳
義
夫
等
に
諒
し
て
軍
資
金
を
供
出
せ
し
め
た
と
も
あ
る
。
と
く
に
彼
等
の
協
力
が
期
待
さ
れ
た
の
は
、
賑
済
事
業
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。
淳
照
九
年
(
一
一
八
二
)
漸
東
提
翠
で
あ
っ
た
朱
煮
は
、
台
州
の
皐
災
賑
個
に
あ
た
っ
て
「
土
居
の
官
員
士
人
の
誠
質
に
し

て
練
事
し
、
衆
の
服
す
る
所
と
な
る
者
を
詞
訪
し
て
、
一
一
腕
数
人
ず
つ
、
躍
を
以
て
敦
請
し
、
州
鯨
嘗
職
官
と
と
も
に
公
共
に
措
置
せ
し
め

た」
。
そ
し
て
事
賞
、
土
居
官
の
宣
数
郎
林
南
と
承
節
郎
察
錆
と
を
用
い
た
が
、
林
は
か

つ
て
明
州
定
海
豚
丞
に
任
じ
、
奈
は
武
拳
誌
に
任
じ

制

た
者
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
朱
蒸
の
記
す
土
居
官
と
い
う
の
が
、
具
睦
的
に
ど
の
よ
う
な
官
員
を
指
し
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。
朱
煮
は

ま
た
祉
倉
を
創
始
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
乾
遁
四
年
(
一
一
六
六
)
の
災
害
に
際
し
て
、
彼
が
土
居
官
朝
奉
郎
劉
如
愚
と
と
も
に

制

常
卒
米
の
賑
貸
を
行
っ
た
の
に
始
ま
り
、
社
倉
の
運
営
は
「
土
居
の
官
員
土
人
中
の
行
義
有
る
者
」
に
も
委
ね
た
。
土
居
官
は
郷
官
と
も
記
さ

れ
、
そ
の
土
地
の
事
情
に
く
わ
し
く
、
住
民
の
信
撃
を
集
め
、
し
か
も
行
政
能
力
を
も
っ
彼
等
は
、
地
方
官
に
と
っ
て
も
っ
と
も
頼
り
に
な
る
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存
在
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
黙
「
よ
そ
者
」
の
寄
居
官
と
は
著
し
く
こ
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

宋
代
に
お
け
る
寄
居
の
意
味
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に

寄
居
と
い
う
の
は
土

居
、
郷
居
に
劃
し
て
、
他
郷
に
寄
寓
す
る
意
で
あ
る
が
、
宋
代
で
は
そ
れ
が
横
大
さ
れ
て
別
の
意
味
を
も
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
上
述
の
ご
と

く
、
寄
居
待
闘
の
篠
法
に
出
て
く
る
寄
居
は
、
明
ら
か
に
本
貫
居
住
で
な
い
朕
態
を
指
し
て
レ
た
。
ま
た
「
土
居
及
び
寄
居
の
官
員
土
人
」
な

ど
と
、
土
居
と
並
べ
て
用
い
ら
れ
た
寄
居
の
語
も
、
本
来
的
な
寄
寓
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
史
籍
に
は
、
官
僚
を
見
任
官
と
寄
居
官
と
に
分

""ー，回 類
す
る
記
事
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
前
掲
の
史
料
で
も
そ
の
例
は
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
の
場
合
の
寄
居
官
と
い
う
の
は
、
職
事
を
も
た
な
い

つ
ま
り
非
見
任
官
の
意
味
と
み
た
方
が
分
か
り
ゃ
す
い
。
果
た
し
て
南
宋
末
の
越
升
『
朝
野
類
要
』
巻
二
に
、
寄
居
官
を
次
の
ご
と
く
解

読
す
る
。寄

居
官
、
叉
私
居
官
と
名
づ
く
。
客
居
及
び
本
貫
土
著
を
以
て
せ
ず
、
皆
こ
れ
を
私
居
、

寄
居
と
謂
う
。
そ
の
義
は、

蓋
し
官
を
有
す
る
者
は
、
本
よ
り
朝

帥

廷
の
仕
宣
な
れ
ば
な
り
。
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す
な
わ
ち
寄
居
官
と
い
う
の
は
、
客
居
す
る
と
本
貫
に
土
著
す
る
と
の
匡
別
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
寄
居
は
ひ
ろ
く
閑
居
と
同
義
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
私
居
官
と
も
名
づ
く
と
あ
る
が
、
管
見
で
は
、
前
掲
の
箔
仲
滝
奏
献
中
に
「
私
居
待
闘
」
の
ほ
か
に
は
見
嘗
た
ら

と
は
い
い
が
た
い
。

な
い
。
ま
し
て
法
制
用
語
と
し
て
は
も
っ
ば
ら
寄
居
で
あ
っ
て
、
私
居
と
は
い
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
居
官
と
い
う
の
は
、

た
だ
そ
れ
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
意
味
を
解
説
し
た
「
蓋
し
」
以
下
の
文
章
で
あ
る
。
分

一
般
的
な
稿
呼

か
り
に
く
い
文
で
あ
る
が

超
升
に
よ
れ
ば

官
位
を
有
す
る
者
は
朝
廷
に
仕
官
す
る
の
が
本
分
で
あ
り
本
来
の
す
が
た
で
あ
っ
て
、
本
貫

と
他
郷
と
を
間
わ
ず
、
朝
廷
を
は
な
れ
て
、
職
事
を
も
た
ず
に
地
方
に
閑
居
す
る
の
は
、
官
僚
と
し
て
は
私
的
な
偲
寓
の
獄
態
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
宋
代
の
官
制
用
語
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
明
解
な
説
明
を
附
す
『
朝
野
類
要
』
の
中
で
、
こ
の
文
章
は
と
く
に
歯
切
れ
の
悪
い
も

お
そ
ら
く
趨
升
自
身
、
本
貫
土
著
を
含
め
て
寄
居
官
と
稽
す
る
こ
と
の
理
由
づ
け
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
牽
強
附
禽

の
で
あ
る
。

的
な
解
説
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
宋
代
に
お
い
て
閑
居
・
私
居
す
る
官
僚
を
ひ
っ
く
る
め
て
寄
居
官
と
稽
し
た
こ
と
は
、
嘗
時
、
土
居
よ

り
は
寄
居
の
方
が
さ
か
ん
で
あ
り
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
郷
居
・
土
居
の
風
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
紋
態



を
線
稽
し
て
寄
居
と
よ
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

お

わ

り

本
稿
は
宋
代
士
大
夫
の
祉
曾
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
、
寄
居
に
つ
い
て
の
官
制
上
の
概
要
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、

寄
居
中
の
土
大
夫
官
僚
の
賞
態
を
具
程
的
に
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
後
日
の
検
討
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
本
稿
で
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
宋
代
官
僚
の
閑
官
、
寄
居
な
い
し
待
闘
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
は
明
ら
か

に
で
き
た
と
思
う
。
も
っ
と
も
史
籍
に
あ
ら
わ
れ
る
寄
居
の
語
は
、

お
お
む
ね
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る。

つ
ま
り
寄
居
官
の
功
罪

の
う
ち
、
罪
の
部
分
の
み
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
本
稿
の
行
論
も
そ
の
側
面
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

た
し
か
に
政
治
理
念
上
か
ら
は
寄
居
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
欣
態
で
は
あ
っ
た
が
、
事
賓
と
し
て
宋
代
で
は
寄
居
の
風
潮
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。

そ

し
て
買
際
に
、
寄
居
の
官
僚
が
地
方
行
政
の
相
談
役
と
し
て
、
あ
る
い
は
珠
備
軍
的
存
在
と
し
て
、
地
方
行
政
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
の
皐
術
文
化
上
の
意
義
で
あ
る
。
土
大
夫
官
僚
に
と
っ
て
こ
の
時

期
は
、
朱
宙
棋
の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
職
事
を
持
た
ず
に
俸
給
を
受
け
、
政
務
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
文
化
活
動
に
専
念
で

き
た
期
間
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
士
大
夫
文
化
を
論
ず
る
際
、
士
大
夫
に
閑
居
、
寄
居
の
時
期
が
存
在
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

~ 49-

し
士
大
夫
の
博
記
い
わ
ゆ
る
碑
誌
俸
朕
の
類
の
記
録
は
、
官
僚
と
し
て
の
功
績
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
、
寄
居
の
時
期
の
行
肢
に

つ
い
て
は
詳
し
く
な
い
。
朱
蕪
な
ど
は
例
外
で
あ
る
。
た
だ

『夷
堅
志
』
な
ど
の
筆
記
小
説
類
に
は
、
土
大
夫
官
僚
の
待
閥
、
奉
洞
、
寓
居
時

の
逸
話
を
多
く
載
せ
て
い
る
の
で
、

今
後
は
こ
う
し
た
資
料
を
も
用
い
て
、
寄
居
時
の
士
大
夫
の
政
治
的
・

文
化
的
種
々
相
を
解
明
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
宋
代
で
は
し
ば
し
ば

「
員
多
閥
少
」
の
獄
態
が
指
摘
さ
れ
、
冗
官
の
弊
が
叫
ば
れ
、
時
に
は
省
官
の
策
も
講
じ
ら
れ
た
が
、

官
僚

教
は
一
向
に
減
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
後
に
な
る
ほ
ど
洞
官
、

添
差
な
ど
の
不
差
務
差
遣
(
職
事
の
な
い
ポ
ス
ト
)
が
設
け
ら
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れ
て

い
わ
ば
官
員
の
失
射
事
業
が
行
わ
れ
た
。

つ
ま
り
必
要
以
上
に
多
く
の
官
員
が
存
在
し

一
闘
を
三
人
が
守
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

宋
朝
は
必
要
人
数
の
三
倍
も
の
官
員
を
擁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
官
僚
制
と
は
大
い
に
異
な
る
酷
で
あ
る
。
政
府
は
必
要
量

以
上
に
俸
給
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
政
上
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
無
駄
な
出
費
で
あ
り
、
財
政
難
を
ひ
き
お
こ
す

一
因
で

も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
な
省
官
は
貫
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
濁
裁
君
主
に
と
っ
て
、
仕
事
の
量
に
か
か
わ
り
な

め
く
く
り
と
し
よ
う
。

一
定
数
の
官
員
が
必
要
で
あ
り
、
大
幅
な
削
減
は
行
え
な
か
っ
た
。
そ
の
黙
を
端
的
に
言
い
表
わ
し
た
徽
宗
の
語
を
翠
げ
て
、
本
稿
の
し

く

や

す

た

さ

世
は
官
を
以
て
冗
た
る
を
知
る
も
、

多
士
以
て
寧
き
の
美
を
知
ら
ず
。
事
の
翠
が
ら
ざ
る
を
患
う
る
も
、
官
少
な
け
れ
ば
力
任
え
ざ
る
の
弊
を
知
ら
ず
。
乃

A
叫
dv

-
e

μ
h
v
 

者
に
有
司
は
深
く
そ
の
本
を
究
め
ず
、

又
員
額
を
減
ら
し
、

蔽
燥
を
創
る
。
官
を
省
き
図
を
裕
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
質
に
盆
す
る
所
な
し
。

(1)註

『漢
書
』
径
四
五
、
向
畳
大
務
停

伺
約
締
閥
、
未
有
第
宅
、
寄
居
丘
一苧。

ω
青
山
定
雌
氏
の
「
宋
代
に
お
け
る
四
川
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
の

一
考

察
」
(
和
田
古
稀
論
叢
、
一
九
六
一
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
宋
代

官
僚
の
出
身
地
別
系
譜
研
究
、
伊
原
弘
「
南
宋
四
川
に
お
け
る
定
居
土
人

|
成
都
府
路

・
梓
州
路
を
中
心
と
し
て
|
L
(
東
方
皐
五
四
、
一
九
七
七

年
)
等
が
あ
る
。

ω
『
宋
禽
要
』
刑
法
一
一
一l
l
四
五

治
卒
四
年
間
三
月
十
八
日
、
詔
天
下
有
閑
宮
弁
彊
徒
之
輩
、
昏
頼
回

土
、
有
妨
農
業
。
令
聴
運
・
提
刑
司
、
早
催
促
結
紹
施
行
。

『
宋
舎
要
』
刑
法
二
五
九

〔
政
和
二
年
十
一
月
〕
二
十
一
日
、
臣
僚
言
、
稲
見
近
時
士
大
夫
、
或

(4) 

(5) 

居
本
郷
、
或
寄
他
郡
、
或
居
休
謝
事
、
或
朝
廷
差
輿
宮
観
之
類
、
自
係

閑
居
、
別
無
職
事
干
預
、
則
主ハ
輿
在
任
官
、
固
有
閲
失
。
其
閲
不
自
愛

重
、
鮮
廉
寡
恥
之
徒
、
自
選
人
以
上
、

至
曾
歴
禁
従
者
、

交
通
州
豚
見

任
官
員
、
非
法
受
財
、
明
託
公
事
、
震
人
延
春
、

干
求
薦
章
、
倉
場
庫

務
、
訪
納
銭
物
、
至
於
照
会
官
舟
仮
借
居
止
。

一
有
不
如
所
欲
、
則
怨

誘
紛
然
。
叉
況
援
用
時
佑
賀
直
、
騒
擾
行
鋪
。
人
己
苦
其
供
際
、
或
有

不
透
債
銭
者
。
其
弊
百
端
、
隣
所
不
有
。
蓋
縁
白
茶
別
加
熱
検
摩
、
而
保

禁
或
有
未
壷
故
也
。
臣
愚
願
降
容
旨
、
行
下
諸
路
衝
要
州
勝
、
態
係
閑

居
官
、
非
見
任
者
、
委
自
監
司
、
密
行
偉
究
、
常
切
究
察
。
如
有
前
項

一
切
違
犯
、
許
人
按
翠
間
奏
、
乞
賜
詳
酌
施
行
。
従
之
。

『
宋
史
』
巻
四
二
九
、
朱
茶
摘時

世
間
登
第
五
十
年
、
仕
於
外
者
僅
九
考
、
立
朝
繊
四
十
日
。
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ま
た
玉
懸
麟
『
困
皐
紀
開
』
巻
一
五
に
も
、

胡
文
定
公
自
登
第
逮
休
致
、
九
四
十
年
、
賞
歴
不
登
六
載
〔
此
胡
致
堂

先
公
行
欣
一
諮
〕
、
朱
文
公
五
十
年
関
、
歴
事
四
朝
、
仕
於
外
者
僅
九
考
、

立
於
朝
者
四
十
日
〔
此
責
勉
粛
朱
子
行
朕
語
〕
、
道
義
重
而
爵
位
軽
、

所
以
立
言
不
朽
。

と
記
す
。

帥

王
明
清

『
揮
慶
録
」
前
鎌
倉
二

園
朝
凡
登
従
班
、
無
在
外
関
居
者
、
有
罪
則
落
職
、
蹄
班
亦
奉
朝
請
。

或
鮪
守
偏
州
、
甚
者
乃
分
司
安
置
。
不
然
則
告
老
掛
冠
。
岡
山
寧
関
、
始

置
在
外
宮
娘
、
木
王
刑
公
意
、
以
蕗
異
論
者
。

市
刻
公
首
以
観
使
閑
居

鍾
山
者
八
年
。

『
宋
曾
要
』
職
官
六
八
|
三
七

〔
政
和
七
年
〕
六
月

一目、

天
章
閣
待
制
・
提
翠
洪
州
玉
隆
高
室
骨
{
呂
曾

孝
癒
責
授
安
遼
寧
節
度
副
使
、
筒
州
安
置
。
以
言
者
論
、
其
居
池
州
、

干
援
州
豚
、
侵
奪
民
団
、
陸
究
有
賀
故
也
。

『
{
木
曾
要
』
職
官
六
九
|

一一一

〔
宣
和
五
年
八
月
〕
四
日
、
提
翠
江
州
太
卒
槻
諸
山
責
授
崇
信
軍
節
度

副
使
、
衡
州
安
置
。
臣
僚
上
言
、

山
自
罷
開
封
、
退
廃
臨
川
、
干
銭
州

勝
、
営
第
城
中
、
皆
丁
夫
供
役
、
有
郷
田
、
其
人
孤
幼
、
給
其
立
券
之

後
、
一
文
不
興
、
故
有
是
賞
。

『
宋
曾
要
』
職
官
七

O
l一一七

〔
紹
興
〕
十
三
年
四
月
二
十
三
日
、
左
朝
議
大
夫

・
提
摩
洪
州
玉
隆
観

胡
思
、
左
朝
散
郎
・
直
原
義
閣
徐
林
、
並
勃
停
、
思
剣
州
、
林
興
化
軍

居
住
。
以
雨
新
運
副
李
椿
年
劾
奏
、
二
人
組
経
界
之
政
故
也
。

『
宋
舎
要
』
職
官
七

O
l--八

(7) (8) (9) (1C) 

。。

〔紹
興
〕
十
四
年
正
月
十
五
日
、

集
英
殿
修
撰
・
提
孝
江
州
太
卒
貌
策

勉
年
落
職
、
令
本
貫
一
隔
州
居
住
。
以
臣
僚
言
、
亀
年
居
明
州
昌
園
豚
、

交
結
郡
邑
、
奪
紛
霞
寺
山
、
以
震
葬
地
、
放
有
是
命
。

『
宋
曾
要
』

職
官
七
二
|
一
一
一

〔
淳
照
二
年
四
月
二
十
二
日
〕
同
日
、
観
文
殿
皐
士
銭
端
麗
降
授
資
政

殿息一
士
、

罷
奉
澗
。
以
言
者
論
、
其
頃
邪
貧
暴
、
居
台
州
、
狭
持
威
勢
、

騒
援
一
郡
、
勝
目
治
私
第
、
凡
竹
木
皆
白
取
子
民
、
:
:
・
故
有
是
命
。

『宋
曾
要
』
職
官
七
二
|
一

ムハ

〔
淳
照
三
年
〕
十
月
八
日
、

前
知
績
州
陳
天
麟
、
罷
宮
観
。
以
臣
僚

言
、
天
麟
政
以
鮪
成
、
罪
以
貨
克
、
寄
居
宣
州
、
交
通
関
節
、
麻
酔
所
不

有
、
故
有
是
命
。

『{
木
曾
要
』
職
官
七
二

|
四
二

〔
淳
照
十
二
年
〕
七
月
八
日
、
主
管
成
都
府
玉
局
親
王
質
、
特
降

一

官
。
質
寄
居
輿
園
軍
永
輿
勝
。
知
豚
趨
伯
彬
、
訴
質
陵
鎌
辱
篤
、
乞
尋

密
周
遊
。

至
是
帥
臣
備
奏
上
之
。
故
有
是
命
。

『{
木
曾
要
』
職
官
七
二
|
四
七

〔淳
黙
十
四
年
七
月
〕

二
十
七
日
、
主
管
佑
一
紳
翻
李
械
罷
洞
縁
。
以
言

者
論
、
其
寄
居
烏
育
、
武
断
豪
織
、

:
:
:
故
有
是
命
。

『
繋
年
要
録
』
径

一
四
八
、
紹
興
十
三
年
二
月
乙
亥
僚

左
朝
散
郎
・
提
摩
江
州
太
卒
観
蘇
符
、
知
遂
寧
府
。
符
有
国
在
蘇
、
因

留
居
之
。
秦
槍
不
繁
符
、
遺
遼
萄
。

『終
年
要
録
』
径
一
五
三
、
紹
興
十
五
年
正
月
乙
亥
燦

左
朝
奉
大
夫

・
主
管
台
州
崇
道
観
向
子
恋
、
特
降
三
官
。
子
窓
寓
居
衡

山
。
帥
臣
劉
防
希
秦
檎
意
、
劾
其
強
横
虐
民
。
故
有
是
命
。

『
宋
舎
要
』

選
傘
二
四
l
一
四
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〔
紹
聖
三
年
〕
七
月
四
日
、
吏
部
言
、
准
敷
、
引
見
改
官
人
〔
数〕
、
権

依
元
塑
令
、
五
日
引
一
甲
、
毎
甲
引
三
人
、
不
得
過
一
百
四
十
人
云

云。『
長
編
』
巻
三
八

O
、
元
秘
元
年
六
月
戊
申
篠

監
察
御
史
上
官
均
言
、
・
・
選
人
俸
給
、
替
則
随
罷
、
待
次
一
年
、
方

得
差
遣
、

待
関
三
年
、
方
得
赴
任
、
是
四
年
之
外
、
方
受
腹
歳
。
其
八

路
土
人
、
錐
有
待
次
、
亦
許
権
描
差
遣
、
藤
無
慮
日
。

『
宋
史
』
巻
一
五
八
、
選
血
雲
仙
五
、

遠
州
鈴

初
、
累
朝
以
庚
南
地
速
、
利
入
不
足
以
資
正
官
、
故
使
家
人
雨
輿
薦
選

者
、
試
刑
法
於
漕
司
、
以
合
格
者
注
癒
雨
路
、
謂
之
待
次
。
誠
官
更
雨

任
無
過
、
則
錫
以
員
命。

帥
慶
暦
新
政
に
つ

い
て
は
、

吉
田
清
治

『
北
宋
全
盛
期
の
歴
史
』

〈
一
九

四
一
年
、
広
文
堂
〉
を
参
照
。

筆
者
も
別
の
機
舎
に
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ

る
激
定
で
あ
る
。

ω
『
長
編
』
径
二
ニ
二
、
慶
暦
元
年
七
月
己
酉
候

詔
京
朝
官
使
臣
選
人
久
待
闘
京
師
、
而
近
制
不
得
取
京
債
、
廉
土
或
至

貧
饗
不
能
自
給
。
自
今
受
差
選
出
外
、
聴
私
借
銭
五
十
千
。

『
長
編
』
巻
一
八
八
、
嘉
一
蹴
三
年
十
二
月
己
酉
傑

磨
勘
者
、
類
皆
待
次
外
州
、
或
至
吏
部
二
三
歳
、
乃
得
改
官
。

『
長
編
』
巻
二
O
四
、
治
卒
二
年
四
月
辛
丑
燦

先
是
御
史
中
丞
買
賠
言
、
今
京
朝
官
至
卿
監
、
凡
二
千
八
百
徐
員
、
可

謂
多
突
。
而
吏
部
奏
翠
磨
勘
選
人
未
引
見
者
、
至
二
百
五
十
除
人
。

『
宋
倉
市
宮
』
職
官
四
五
|
一

是
時
来
之
郡
亦
言
、
:
:
:
租
宗
之
制
、
監
司
或
白
内
除
、
或
自
外
徒
、

皆
受
命
創
行
、
未
嘗
有
所
待
也
。
元
一
路
初
、
描
鴨
運
剣
官
始
有
待
閥
、
師
肋

M (l~ 伺帥帥

伺

而
延
及
提
貼
刑
獄
、
今
則
鶴
運
副
使
亦
使
之
閑
居
待
次
。
遇
之
之
程
経

失。『
長
編
』
巻
三
八
六
、

元
結
元
年
八
月
辛
亥
篠

〔上
官
〕
均
言
、・

京
朝
官
待
次
幾
一
年
而
得
差
遣
、
待
関
一
年
然

後
就
職
、
五
年
之
聞
方
成

一
任
。
以
常
人
言
之
、
三
十
而
仕
、

叉
十
五

年
而
改
官
、
至
七
十
而
致
政
、
共
成
七
任
耳
。
叉
況
三
十
未
必
仕
、
仕

者
未
必
皆
至
七
十
、
而
叉
有
不
幸
私
故
陥
於
吏
議
、
年
雄
及
之
、
未
必

満
七
任
也
。
故
翠
天
下
之
土
大
夫
、

其
才
可
以
治
事
不
至
級
職
者
、
未

必
及
半
、
就
令
及
字
、
居
閲
之
日
常
多
、
而
治
事
之
日
常
少。

此
天
下

之
郡
豚
所
以
不
治
、
間
井
之
民
未
純
被
朝
廷
之
徳
津
者
、
良
以
此
也
。

蘇
紙
「
論
葉
温
受
分
墜
度
牒
不
公
吠
」

(
奏
議
集
巻
ム
ハ
)
|
元
結
五
年

況
杭
州
見
今
裏
外
一
十
九
慮
、
開
場
纏
米
、
緩
者
如
雲
、
雄
寄
居
待
関

官
員
、
亦
行
差
請
。

『
宋
舎
要
』
職
官
四
二
|一一一四

〔
大
槻
〕
三
年
五
月
十
二
日
、

戸
部
侍
郎
葉
伶
言
、
設
蓮
司
昨
差
寄
居

待
関
官
、
往
諸
路
、
刷
縫
本
銭
物
等
、
員
数
狼
多
、
近
己
得
旨
滅
龍
。

訪
問
所
差
官
向
在
州
豚
、
不
行
解
罷
、
依
沓
批
支
諾
給
。
欲
下
護
運

司
、
根
究
差
逐
官
的
質
員
数
、
動
令
罷
任
、
如
依
前
官
請
給
、
乞
従
入

己
嫌
坐
罪。

従
之
。

『
宋
曾
要
』

職
官
四
一
一
一
一
一
一

〔
室
和
三
年
〕

六
月
十
一
日
、

詔
江
漸
属
者
遭
賊
焚
刻
、
:
:
:
州
豚
関

官
及
不
可
侍
伏
之
人
、

令
於
所
部
見
任
待
閥
寄
居
官
内
、
不
拘
常
制
、

差
委
詑
申
。

『
宋
舎
要
』
職
官
四
三
|
一
一

一
一

大
幅
削
三
年
二
月
十
二
日
、
提
奉
江
准
剤
新
一
橋
建
庚
東
路
銅
事
司
言
、
:
;
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帥

t
:
:
至
今
金
隣
人
勾
嘗
。
縁
出
彦
(
産
)
賓
貨
、
多
在
深
山
第
谷
、
人
跡

不
到
之
慮
、
須
籍
検
踏
官
分
頭
勾
賞
、
縁
是
出
入
辛
苦
、
所
得
徴
薄
、

是
致
久
無
人
願
就
。
今
相
度
欲
乞
、
時
間
見
関
検
踏
官
三
員
、
不
問
文
武
、

許
従
本
司
於
見
任
或
待
関
得
替
官
選
翠
充
、
品
川
乞
依
僚
給
騨
券
一

道。

従
之
。

『
宋
曾
要
』
職
官
四
三
|
一
四
四

紹
聖
元
年
二
月
一
日
都
省
言
、
訪
問
江
准
等
路
提
黙
坑
冶
鋳
銭
司
、
近

ママ

(

{

j

)

来
多
是
安
以
坑
冶
輿
愛
潟
名
、
撞
差
見
任
城
寄
居
待
関
官
充
検
踏
官
之

類
、
騒
擾
州
豚
、
冗
費
諸
給
。
令
所
在
殿
行
禁
止
(
下
略
)
。

『
宋
曾
要
』
食
貨
四
|
一

O

〔
政
和
二
年
〕
八
月
十
八
日
詔
、
令
京
西
南
北
路
監
司
、
藤
己
方
回
、

並
選
差
官
前
去
、
鐙
量
有
無
違
法
、
不
均
不
賞
、
出
税
有
無
偏
重
偏
経
、

.
・
・
・
・
・
即
不
得
差
本
州
豚
寄
居
待
関
等
官
。

『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
径
六
「
近
歳
堂
部
用
関
」

渡
江
以
来
、

員
多
関
少
、
中
外
久
患
之
。
紹
興
末
、
寺
監
丞
簿
、
察

官
、
大
理
司
直
、
福
密
院
編
修
官
、
始
皆
有
待
次
者
。
乾
道
五
年
秋、

孝
宗
途
命
皆
輿
添
差
一
次
、
自
今
須
見
閥
、
乃
得
除
。
然
近
歳
東
南
郡

守
、
率
有
待
関
至
五
六
年
、
局
中
亦
三
四
年
。
由
是
朝
士
容
肯
句
外
、

而
勢
要
之
人
多
摂
関
者
。

『
繋
年
要
録
』
倉
一
五
九
、
紹
興
十
九
年
三
月
戊
戊
篠

左
朝
奉
大
夫
知
復
州
劉
崎
代
遺
言
、
湖
北
豚
令
、
有
七
八
年
無
正
官
、

而
以
寄
居
待
関
官
掻
之
者
、
事
多
畷
弛
、
民
受
其
弊
。

『
宋
禽
要
』
職
官
四
八
|
一
二
六

〔
紹
興
二
十
四
年
〕
十
二
月
十
七
日
司
封
員
外
郎
王
夜
言
:
:
遇
有
閥

A
E玄
慮
、
多
差
寄
居
待
次
之
人
。
夫
寄
居
待
次
、
区
匿
馳
驚
、
以
胃J

掻

{3~ も首{3~ {3~ 

同

官
、
必
無
包
囲
裕
民
之
心
。
至
有
鴻
倉
庫
以
示
私
恩
、
縦
貧
残
以
滋
己

欲
、
一
邑
之
関
、
公
私
困
弊
、
物
論
不
容
、
方
策
去
計
(
下
略
〉
。

『
宋
舎
要
』
職
官
六
二
|
五
四

〔
紹
岡
山
元
年
〕
一
二
月
一
日
終
作
監
蘇
山
言
、
続
見
州
郡
、
往
往
於
正
官

之
外
、
巧
立
名
鋭
、
在
権
税
則
自
機
察
、
在
沼
桜
則
日
措
置
、
在
剤
局

則
日
提
黙
、
似
此
之
類
、
食
銭
案
閥
、
或
一
官
而
数
人
共
之
、
佑
勢
陵

線
、
錐
正
官
反
出
其
下
(
下
略
〉
。

『
慶
元
保
法
事
類
』
巻
七
、
職
制
門
四
、
寄
居
待
関

諸
外
任
官
、
罷
任
未
及
参
年
、
市
於
本
庭

〔
謂
州
官
於
本
州
、
豚
官
於
本

豚
〕
寄
居
者
、
徒
一
年
〔
有
親
属
、
或
産
業
入
(
人
)
、
若
本
郷
里
者
非
〕。

『
唐
舎
要
』
巻
八
三
、
租
税
上

大
暦
四
年
正
月
十
八
日
殺
、
:
:
:
其
寄
荘
戸
、
准
窟
間
例
従
八
等
戸
税
、

寄
住
戸
従
九
等
戸
税
。

元
和
十
四
年
二
月
数
、
如
関
諸
道
州
府
長
吏
等
、
或
有
本
任
得
替
後
、

途
於
蛍
慮
貿
百
姓
荘
園
舎
宅
、
或
因
替
代
情
弊
、
使
破
定
正
額
雨
税
、

不
出
差
科
。

今
後
有
此
色
、
弁
動
依
元
額
免
定
。

『
慶
元
保
法
事
類
』
巻
六
、
職
制
門
三
、
権
誠
差
委
、
職
制
毅

諸
知
州
・
逼
剣
・
豚
令
閥
、
及
添
差

・
特
差
官
有
故
、
或
任
世
間
、
師
差

寄
居
待
関
官
権
掻
、
弁
受
一
差
者
、
並
以
遠
制
論
。
因
而
牧
受
供
給
者
、

坐
賊
論
。
即
繁
難
問
赫
令
閥
、
感
差
権
官
、
而
航
差
在
本
貫
及
有
産
業
、

弁
見
寄
居
、
若
奮
曾
寄
居
彪
者
、
元
差
弁
受
差
宮
罪
亦
如
之
(
下
略
)
。

同
右
、
職
制
令

諸
繁
難
燃
令
閥
〔
謂
吏
部
籍
定
者
〕
本
路
無
官
可
差
者
、
勝
運
・
提
貼

刑
獄
司
、
於
罷
任
待
関
官
内
、
選
差
年
未
陸
拾
、
曾
医
師
勝
令
、

無
私
罪

疾
病
、
及
見
非
停
替
人
権
。
不
得
差
在
本
貫
、
及
有
産
業
、
弁
見
寄
居
、

- 53ー
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若
結
問
曾
寄
居
慮
。

『宋
禽
要
』
職
官
四
八
|
一
一
一
一
一

宣
和
二
年
十
二
月
廿
三
日
中
書
省
向
醤
省
言
、増
修
到
諸
繁
難
燃
令
閥
、

本
路
無
官
可
考
若
(
者
)
、
鶴
運

・
提
貼
刑
獄
司
、
於
罷
任
待
関
官
内
、

選
年
未
六
十
、
曾
歴
豚
令
、
無
私
罪
疾
病
、
及
見
非
停
替
人
権
、
不
得

差
在
本
貫
、

及
有
産
業
、
弁
見
寄
居
者
、
替
曾
寄
居
慮
、
上
保
合
入
政

和
服
制
令
、
街
改
本
候
不
行
。
従
之
。

宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
l
宋
史
職
官
士
山
を
如
何
に
議
む
べ
き
か

」

『
宋
史
職
官
志
索
引
』

四
七
頁
参
照
。

『
宋
舎
要
』
職
官
六
二

l
四
六

〔
紹
興
〕
二
汁
八
年
三一月
四
日
詔
、
州
豚
闘
官
、
法
態
差
癒
者
、
不
得

差
本
庭
寄
居
言
。

『{木
曾
要
』
刑
法
二
|
一

五
五

〔紹
興
三
十
年
〕
四
月
十
九
日
詔
、
悠
己
得
差
遣
人
、
遜
依
醤
法
、
限

中
十
月
出
門
、
州
豚
闘
{目隠
幕
抑
制
者
、
不
得
差
本
市
陣
容
居
官
(
下
略
〉。

『繋
年
要
録
』
径
一
七
五
、
紹
興
二
十
六
年
十
月
丙
子
保

詔
、
命
官
回
産
所
在
州
、
或
寄
居
及
七
年
、
並
不
許
注
擬
差
迷
。
用
右

正
言
凌
哲
請
也
。

『
長
編
』
径
一

O
八
、
天
聖
七
年
十
一
月
笑
酉
僚

認
、
患
人
有
開
封
府
戸
籍
七
年
以
上
、
不
居
他
魔
者
、
聴
取
解
。

な
お
荒
木
敏
一

『
宋
代
科
穆
制
度
研
究
』
(
一
九
六
九
年
、
東
洋
史
研
究

舎
)
四
八
J
五
九
頁
等
参
照
。

帥
『
宋
舎
要
』
職
官
六
一
|
五

O

〔
紹
興
〕

二
十
七
年
十
月
八
日
詔
、
懸
命
官
於
昨
州
豚
寄
居
、
巴
及
七

年
、
錐
未
及
七
年
、
而
有
国
産
物
カ
及
三
等
戸
以
上
、
並
不
許
注
授
本

。。駐車帥~~ 同臼事

蕗
差
遺
。
訪
問
近
者
注
授
、

多
有
遠
戻
、
可
並
爾
易
。
従
左
司
諌
凌
哲

之
詰
也
。

『
宋
品
目
要
』
職
官
八
|
一
一
五

〔
紹
興
二
十
七
年
〕
六
月
十
六
日
吏
部
言
、
官
員
元
沓
有
土
若
木
貫
之

人
、
因
】岨
父
以
来
用
別
州
軍
戸
貫
者
、
並
合
依
木
貫
不
許
差
注
w
隊
法。

其
西
北
流
寓
及
東
南
人
、
雄
無
産
業
、
見
今
於
他
州
懸
寄
居
己
及
七
年

以
上
、
及
雄
未
七
年
、
而
有
国
産
物
力
及
三
等
戸
以
上、

雄
非
居
住
去

慮
、
並
不
許
注
授
。

『
宋
合
要
』
職
官
六

一
|
五
一

紹
興
三
十
二
年
未
改
元
十
二
月
二
十
四
日
詔
、
新
知
池
州
呂
庚
問
、
奥

知
徽
州
醇
良
朋
、
雨
易
其
任
。
以
庚
問
言
、
管
下
石
壌
市
問
界
、

委
有
田

産
、
欲
望
換
易
乞
郡
。
故
有
是
命
。

『
宋
倉
市
宮
』
職
官
六
一
ー
ー
五
五

〔
乾
道
七
年
〕
八
月
二
十
四
日
詔
、
新
知
撫
州
曾
協
、
興
新
知
永
州
買

滋
、
雨
易
其
任
。
以
協
子
撫
州
有
国
産
、
乞
週
避
故
也
。

註
例
の
文
の
註
に
、
園
子
監
丞
朱
停
の
言
を
引
く
。

鈴
選
候
法
、

臨
時
肌
詳
密
、

然
注
擬
之
際
、
有
関
防
所
不
及
者
、
猶
未
能

組
…弊
也
。
往
年
四
方
士
人
、用
開
方
戸
貫
、
態
進
士
摩
、
不
可
勝
数
也
。

今
其
子
孫
俵
此
無
所
顧
問
陣
。
乃
於
郷
里
守
官
、
而
鈴
前
日
未
有
法
禁
也
。

叉
有
久
遠
寄
居
佑
郡
、
幽単
殖
財
産
、
市
戸
賞
品
川
醤
者
、
子
孫
途
敢
於
所

寄
居
州
豚
守
官
、
而
鈴
曹
亦
未
有
法
禁
也
。
使
之
就
家
供
職
、
挟
弄
勢

遺
其
卒
日
之
私
。
若
豚
令
、
若
獄
官
、
若
倉
官
、
其
害
尤
甚
。
有
不
懲

革、

則
公
私
輿
受
弊
笑
。
望
申
筋
有
司
、
股
立
法
禁
。

ま
た

『
終
年
要
録
』
巻

一
七
七
に
も
載
せ
る
。

制

『
吏
部
候
法
』

に
つ
い
て
は
、
牧
野
巽
「
永
祭
大
奥
本
宋
吏
部
俊
法
に

。乃同
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つ
い
て
」
(
市
村
古
稀
論
叢
、
一
九
一
一
一
一
一
一
年
〉
、
仁
井
田
陸
「
永
祭
大
典
本

宋
代
法
律
豊
富
二
種
l
吏
部
篠
法
線
類
と
金
玉
新
書
|
」
(
『
中
園
法
制
史
研

究
|
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
|
』
所
枚
〉
等
参
照
。

伺
『
宋
曾
要
』
職
官
八
|
四
一
一

〔
淳
臨
む
九
年
二
月
五
日
詔
、
諸
注
官
〔
不
登
務
非
〕
不
注
本
貫
州
〔
因

父
租
改
用
別
州
戸
貫
者
向
。
態
注
帥
司
監
司
属
官
於
置
司
州
、
係
於
本

貫
者
皆
准
此
〕
。
不
係
本
貫
而
寄
居
及
三
年
、
或
土
木
及
三
年
而
有
国
産
物

力
、
錐
非
居
住
慮
、
亦
不
注
〔
宗
室
同
〕
、
副
本
貫
開
封
、
惟
不
注
本
豚
。

右
文
の
後
註
に
、
次
の
ご
と
く
記
す
。

先
是
吏
部
係
兵
宗
室
寄
居
、
及
庶
官
流
寓
州
豚
、
不
許
注
授
差
遺
。
上

目
、
寄
居
不
必
及
七
十
、
有
国
産
不
必
及
三
等
、
九
有
国
産
、
及
寄
居

州
豚
、
並
不
可
注
授
差
遣
。
可
令
殺
令
所
、
参
照
奮
法
修
立
。
至
是
教

令
所
増
修
未
上
。
故
有
是
認
。

伺
『
宋
曾
要
』
職
官
四
五
|
九
に
、

〔
政
和
三
年
〕
間
四
月
一
日
詔
、
今
後
監
司
不
許
任
本
貫
、
或
産
業
所

在
路
分
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
職
官
四
五
二
八
、
乾
道
六
年
八
月
二
十
五
日
の
僚

に
引
く
、
紹
興
七
年
五
月
二
十
六
日
教
に
も
、

諸
路
監
司
係
遁
治
一
路
、
租
宗
法
即
不
遜
・本
貫
、
内
本
寅
係
置
司
州
軍

者
、
即
行
廻
避
。

と
あ
る
。

倒
『
宋
曾
要
』
選
摩
二
二

l
二

〔
淳
照
四
年
〕
六
月
七
日
江
南
西
路
蒔
運
司
言
、
本
路
諸
州
軍
合
差
試

官
、
奮
例
係
五
十
員
、
計
闘

一
十
六
員
、
乞
子
本
路
寄
居
待
関
官
内
、

曾
経
試
中
宏
詞
、
及
教
官
、
或
進
士
殿
試
第
一
甲
、
省
試
前
十
名
、
曾

経
陸
補
上
舎
人
内
、
選
差

一
次
。
従
之
。

な
お
考
試
官
廻
避
に
つ
い
て
は
、
荒
木
前
掲
書
二
八
J
一
一
一
一
一
頁
に
も
略
述

す
る
。

伺

『宋
舎
要
』
選
翠
一
一
一
一
|
一
一
一

〔
淳
照
〕
七
年
四
月
二
十
四
日
江
西
穂
蓮
司
言
、
今
品
腕
科
母
、
本
路
諸

州
軍
見
任
出
身
官
共
四
十
六
員
、
内
一
十
員
係
六
月
以
前
任
浦
、
計
闘

一
十
九
員
。
若
用
淳
照
四
年
鎧
例
、

差
寄
居
待
関
内
、
試
中
数
官
、
宏

詞
、
省
試
上
十
名
、
殿
試
第
一
甲
人
、
縁
本
路
昨
来
所
差
寄
居
待
閥
、

今
日
赴
官
事
故
、
別
無
感
格
之
人
。

乞
権
子
本
路
寄
居
待
関
官
、
選
差

文
準
優
長
、
宮
充
試
官
者
一
次
。
従
之
。

『
宋
舎
要
』
選
翠
二
二
|
一
一
一
一
一

〔
嘉
定
〕
三
年
四
月
二
十
四
日
臣
僚
言
、
三
歳
大
比
、
弊
端
不
一
。
漕

司
所
差
考
試
、
多
是
寄
居
待
関
官
、
而
見
任
有
出
身
人
、
或
無
撃
援
、

返
庭
以
簾
外
職
事
。
以
至
寄
居
待
関
被
差
者
、
本
貫
相
去
不
透
、
率
多

私
噴
之
弊
。
毎
一
掲
携
、
不
能
菟
人
之
議
。
州
問
問
創
添
寄
居
考
官

一

員
、
則
有

一
員
人
従
批
券
、
及
腹
緋
諸
費
。
而
寄
居
待
関
挟
勢
求
差
者、

諸
郡
考
官
、
員
数
有
限
、
豊
能
偏
及
。
乞
下
諸
路
穂
運
司
、
所
差
諸
郡

考
試
官
、
刷
其
見
任
内
有
出
身
宮
、

護
数
従
公
差
委
。
如
或
久
少

一
一
一

員
、
許
量
展
掲
携
日
子
、
令
室
心
考
校
、
亦
不
至
関
誤
外
、

有
寄
居
待

閥
、
並
不
許
差
充
試
官
。
庶
可
以
得
寒
才
、
其
有
遠
戻
者
、

令
墓
諌
究

察、

重
賞
子
罰
。
従
之
。

『宋
曾
要
』
食
貨
五
|一一一一一

〔
紹
興
五
年
〕
一
一
一
月
二
十
九
日
詔
、
出
貰
浪
官
等
田
、

今
年
二
月
二
十

四
日
己
降
指
揮
、
監
司
州
豚
官
吏
公
人
、
並
不
許
枚
買
外
、
其
寄
居
待

関
官
願
買
者
聴
。
従
一
漏
建
路
提
刑
呂
聴
問
之
請
也
。

倒
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『
宋
品
目
安
』
食
貨
五
|
一
一
八

〔
紹
興
二
十
八
年
〕
十
月
十
七
日
詔
、

:
:
て

前
承
降
到
指
揮
、
止

許
諾
色
人
弁
寄
居
待
闘
官
賞
封
投
獄
承
買
、
印
不
許
嘗
職
官
吏
監
司
、

或
本
州
鯨
在
任
官
及
主
管
公
人
、
井
本
州
豚
公
吏
承
買

(
下
略
)。

『
繋
年
要
録
』
袋

二
ハ
三
、
紹
興
二
十
二
年
八
月
己
卯
係

大
理
正
張
蟻
面
封
、

論
寄
居
土
大
夫
、
輿
大
姓
豪
家
、
騒
擾
村
民。

小

不
如
意
、
郎
迭
都
保
、
鎖
縛
揮
楚
。
乞
委
守
令
禁
止
。
詔
申
般
行
下
。

『
宋
禽
要
』

刑
法
二
|

一
四
一一

〔嘉
定
十
年
〕
十
月
四
日
臣
僚
言
、

:
:
:
侍
勢
干
請
、
挟
公
済
私
、
則

有
寄
居
之
擾
。
事
力
有
像
、
規
制
是
務
、
則
有
豪
富
之
援
。
抵
冒
法

禁
、
刑
責
不
加
、
則
有
宗
室
之
優
。
鼠
牙
雀
角
、
沼
筆
健
訟
、
則
有
頑

民
之
擾
。
隠
占
遁
賦
、

怨
怒
督
促
、
則
有
撹
戸
之
優
。

『
繋
年
要
録
』
倉

一
四
八
、
紹
興
十
三
年
四
月
庚
辰
僚

殿
中
侍
御
史
李
文
曾
論
、
寄
居
士
大
夫
干
箆
州
豚
、
叉
監
司
郡
守
、
類

皆
親
故
、
莫
敢
誰
何
。
霊
殿
加
戒
約
、
雌
問
或
不
俊
、
令
監
司
郡
守
、
審

具
姓
名
聞
奏
、
軍
賀
典
憲
、
不
以
赦
原
。

従
之
。
時
士
大
夫
輿
秦
槍
異

論
者
、
多
奉
伺
皇
居
、
或
僑
寄
他
郡
、
自
是
以
次
被
罪
失
。

『
繋
年
要
録
』
各

一
五
五
、

紹
興
十
六
年
二
月
壬
成
篠

右
司
員
外
郎
李
朝
正
面
封
、
論
土
居
士
大
夫
干
擾
州
問
師
、
震
令
者
不
能

曲
法
順
従
、
或
遭
招
拾
。
望
自
今
按
設
訴
訟
、

非
賞
係
貧
困
臨
一
残
酷
之

人
、
{
且
加
閥
略
。

『
繋
年
要
録
』
巻
二
ハ
六
、

紹
興
二
十
四
年
二
月
己
酉
僚

大
理
評
事
撃
街
面
封
、
言
州
鯨
受
納
米
斜
、
必
有
土
居
及
寄
居
官
員
土

人
、
鐙
上
司
公
吏
、
封
紗
請
求
、
毎
石
坐
享
銭
数
百
、
或
至

一
貫
以

上
。
受
納
官
震
之
減
退
升
合
、
不
揮
涯
悪
。
却
於
其
徐
人
戸
名
下
、
多抽唱

(5!j 帥t;l) t;~ 制

斗
面
、
以
償
其
数
。
院
公
害
私
、
莫
此
盛
岡
甚
。
笠
申
般
禁
止
。
従
之
。

ま
た
同
文
が

『宋
曾
要
』
食
貨
九
!
六
と
六
八
五
と
に
も
み
え
る
。

糾
『
宋
曾
要
』
食
貨
二
六
|
四
二

〔
紹
興
二
十
九
年
〕
閏
六
月
十
二
日
侍
御
史
朱
律
言
、
:
:
:
其
後
張
守

途
輿
土
居
士
大
中
大
謀
、
畳
周
寒
封
之
説
、
存
留
上
等
四
十
徐
刻
、
以
待
員

借
停
法
、

徐
悉
震
貸
封
、

金
多
者
得
之
、
歳
入
不
下
七
八
蔦
編
。

な
お
一繭
州
に
お
け
る
住
持
権
質
封
の
慣
行
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『中
園
併

敬
社
舎
史
研
究
』
ハ
一
九
八
二
年
、

同
朋
舎
〉
一
六
二
J
五
頁
参
照
。

伺

『
繋
年
要
録
』
巻
四
七
、

紹
興
元
年
九
月
戊
午
僚

先
是
潜
司
以
軍
食
費
康
、
乃
議
一
踊
州
土
居
陳
義
夫
等
、
願
以

一
銭
之

産
、
均
出
十
銭
。
因
遺
官
、

一
編
論
下
四
郡
。

制
『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
八
「
奏
巡
歴
至
台
州
奉
行
事
件
欣
」

詞
訪
到
土
居
官
員
士
人
、
誠
寅
練
事
、
盛
岡
衆
所
服
者
、
一
豚
数
人
、
以

耀
敦
誇
、
令
奥
州
豚
嘗
職
官
、
公
共
措
置
、
差
募
人
紅
、
前
往
得
熟
去

慮
、
牧
懇
米
斜
、
循
環
賑
賜
。

途
於
降
到
銭
内
、
支

一
寓
貫
、
付
本
豚
及
土
居
官
宣
教
郎
林
剤

・
承
節

郎
察
鏑
、
公
共
措
置
。
・
:
:
其
林
鮪
曾
任
明
州
定
海
豚
丞
、
敦
篤
路

線
、
負
衆
所
薦
。
奈
鏑
曾
任
武
四
月
子
議
、
沈
審
果
決
、
可
以
集
事
。

制
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
九

「
祉
倉
事
目」

所
引
の
救
命
中
の
朱
喜
一割
子

係
昨
乾
道
四
年
郷
民
銀
食
、
本
府
給
到
常
卒
米
六
百
石
、

委
臣
興
本
郷

土
居
朝
奉
郎
劉
如
愚
、
同
共
賑
貸
、

・・・

係
臣
輿
本
郷
土
居
官
及
土
人

数
人
、
同
共
掌
管
。

・

・
品
川
差
本
郷
土
居
官
員
土
人
有
行
義
者
、

興
本

豚
官
、
同
共
出
納
(
下
略
〉
。

な
ど
と
み
え
る
。
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『
朝
野
類
要
』
巻
一
一
「
寄
居
官
」

叉
名
私
居
官
。
不
以
客
居
及
本
貫
土
著
、
比
由
誇
之
私
居
寄
居
。

其
義
、

ν

蓋
有
官
者
、
本
朝
廷
仕
富
也
。

制
『
宋
曾
要
』
選
暴
二
三
八

〔
政
和
〕
二
年
六
月
三
十
日
手
詔
、
族
紹
休
考
烈
、
獲
承
歪
緒
。
地
日

以
閥
、
民
日
以
庶
、
事
日
以
繁
。
而
建
官
之
数
、
循
の
租
宗
之
奮
。
逮

至
子
今
、
員
多
闘
少
。
世
知
以
官
魚
冗
、
而
不
知
多
士
以
寧
之
美
。
患

帥

57 

事
不
琴
、
而
不
知
官
少
カ
不
任
之
弊
。
乃
者
、
有
司
不
深
究
其
本
、
叉

減
員
額
、
削
藤
康
。
欲
省
官
裕
圏
、
貧
無
所
会
〈
下
略
〉
。

〔
附
記
〕

本

稿

は
、
一
九
八
一
年
十
一
月
三
日
東
洋
史
研
究
舎
大
舎
で
褒

表
し
た
「
宋
代
土
大
夫
の
寄
居
に

つ
い
て
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

標
題
は
内
容
に
即
し
て
、
士
大
夫
を
官
僚
に
改
め
た
。
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THE “’･TEMPORARY LODGING'? （ＪＩＪＵ　≪居）ｊ

　

ヘ

　　　

ユOFSONG PERIOD OFFICIAIiS∠　　.ご

　　　　　　　　　　　　　　　

ChikUSA Masaaki

　　

In ａ previous article,“The purchase　of fields and the chばge of

residence Cが佃徒居）ｏｆ Song period officials”（Shiｒin　54-2), I discfussed

the custom of changing residence practiced by Song period o伍cials. In

this article, I will examine the evidence of this problem in Northern and

Southern Song ｏ伍Ｃｅｒregulations.

　　

Although Song period officials generally held office for their entire

life, their tenure also included periods during which they “dwelt at ease”

(xianju閑居) without official employment.　One such type of retired

official(^xiartguan閑官) was the cilu祠締oiRcer whose　appointment is

characteristic of the Song period system･. Since the end of Northern Song,

these positions had increased and, during the early Southern Song, had been

awarded to　an ｅχcessive ･degree. Because　personal choice of residence

was permitted to these officers, they generally lodged temporarily in con-

venient regions.　The number of officials　brandishing their power and

causing oppression thus increased.　　　　　　　　　　　　　　　..

　　

Ａｎｏ由むｒtype of retired ｏ伍cial was the　ｄａｉｑｕｅ待H,an ｏ伍cer who

awaited ａ new appointment after having completed tenure at his previous

post.

　

Historical records evidence the fact that it was common for these

officers not to return to their native towns, but rather t0 live temporarily

in other placeｓ　ａｓjijｕｄａｉｑｕｅｇｕａｎ寄居待間官during their･waiting period.

This practice also increased during the latter part of the Northern Song,

ａ period when officers had become ａ surplus. These　officers　interfered

with the governmental administration of the provinces and such ill effects

as their making commotion among the people came to be deplored.

　　

At this point, laws were promulgated prohibiting the appointment of

dai･ｑＵ･Cgl4の>i to the position 0l chaiｑｉａｎ差遣that involved temporary

residence, as well as the temporary residence of retired officials in the

locale of their former　appointment. These laws are found in volume ７

concerning“ｚhiｚhiｒｎｅｎ職制門”of the Ｑｈｉｇｙｕａ・ltｉａｏｆｃ慶元條法
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事類･especially the section on “ jijｕ ｄａｉｑｕｅ"｡

　　

As many ｏ伍cials had bought fields to increase production during the

periods of their temporary lodging, the purchase of ｍｏｇｕａｎtｉａｎ　"i§_官田

was also authorized｡

　　

However, although the terms tu丿ｕｇｎａｎ土居官ａｎｄ　tｕjｕｓｈｉｄａｉｆｕ土

居士大夫do appear in historical records, they occur quite infrequently when

compared with the occurrence of the term μＪＭｇｕａｎ.　This demonstrates

the prevalence of the practice of “ temporary lodgingグ　What was seen

to be a disadvantage for the provincial governmental administration was

not　tｕ]ｕｇｕａｎ、butratheΥμjｕ　ｅｕａｎ.

THE OPIUM PROBLEM DURING THE JIAQING嘉慶

　　　　　　

AND DAOGUANG it光PERIODS

　　　　　　　　　　　

INOUE Hiromasa

　　

There were two diffe「ent aspects to the anti-opium policy of the

Qing清government, the neijin内禁and ｔむａｉｎｎ外禁provisions.　During

the last half of the Ｊｉａｑｉｎｇperiod through the early £）ａｏｇｉもａｎｇperiod,

the Qing government regarded opium addiction to be ａ social problem of

habit and morality. Hence, it adopted the Ｗａリ'in policy as its primary

weapon against the drug.

　　

Needless to say, the ■ｕｕａｉｎｎpolicy was intended to prohibit the opium

trade. However, in practice, it was used as ａ means of self-defense by

officials in Guangdong廣東. Under the ｂａｏｓｈａｎｅ保商system, moreover,

the Ｃｏｈｏｎｅ公行merchants ultimately were forced to take responsibility

for its enforcement.

　　

Reinforced by the establishment of ｃｈａ]in ｙがａｎｙａｎ　ｚｈａｎｇｃｆｉｅｎｇ査

禁鴉片煙章程in 1815, the ＵＪａリｔ？ｌpolicy gained its greatest ｅ琵ect when

the Ye Hengshu 葉恒港ｉｎｃｉｄｅｎtoccurred in 1821. Opium smuggling ships

were then driven out of the inner sea and forced to anchor off the Ling-

dingy ang零丁洋.χVith the commencement of this new “ age of Ling-

dingyang”, the share of Guangdong ｏ伍cialｓ in the enforcement of the

policy increased.

　　

In 1820, Bao Shichen包世臣, who was disappointed with the outcome
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